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は
じ
め
に

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
労
働
者
が
業
務
上
、
負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
（
傷
病
等
）
に
至
っ
た
場
合
に
、
被
災
労
働
者
な
い
し
遺
族
（
被
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災
労
働
者
等
）
は
、
労
働
基
準
法
（
労
基
法
）
上
の
災
害
補
償
あ
る
い
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
労
災
保
険
法
）
上
の
補
償
給
付
の
請

求
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
使
用
者
に
対
し
て
民
事
の
損
害
賠
償
請
求
を
な
す
こ
と
が
で
き
る）

1
（

。
諸
外
国
に
お
け
る
労
災
補
償
制
度
の

沿
革
を
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
者
等
が
使
用
者
に
対
し
て
そ
の
過
失
責
任
を
問
う
形
で
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ

れ
て
き
た
が
、
被
災
労
働
者
等
が
使
用
者
の
過
失
を
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
そ
の
立
証
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
無
過
失
責
任
、

定
率
補
償
（
費
用
は
原
則
と
し
て
使
用
者
の
全
額
負
担
）
を
特
徴
と
す
る
労
災
補
償
制
度
が
導
入
さ
れ
た）

2
（

。
同
制
度
導
入
の
背
景
に
は
、
使

用
者
の
指
揮
命
令
下
で
業
務
に
従
事
す
る
過
程
で
被
る
傷
病
等
に
つ
き
、
業
務
に
内
在
な
い
し
付
随
す
る
危
険
の
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
そ
の
リ
ス
ク
は
使
用
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
社
会
的
衡
平
に
合
致
す
る
と
い
う
危
険
責
任
、
あ
る
い
は
企
業
活
動
に
よ
っ
て
利
益
を

得
て
い
る
使
用
者
に
損
害
の
補
償
を
行
わ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
報
償
責
任
の
考
え
方
が
あ
る）

3
（

。

　

な
お
、
日
本
に
お
け
る
災
害
補
償
制
度
は
、
上
記
諸
外
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
の
沿
革
と
は
異
な
り
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
法
の
発
展
と
い
う

経
緯
を
た
ど
ら
ず
、
取
締
法
規
な
い
し
慈
恵
的
政
策
立
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
み
ら
れ
る）

4
（

。
す
な
わ
ち
、
労
基
法
・
労
災
保
険

法
の
前
身
と
し
て
、
鉱
山
に
お
け
る
労
働
者
の
業
務
災
害
に
つ
い
て
は
、
鉱
業
条
例
（
明
治
二
三
年
九
月
二
六
日
法
律
第
八
七
号
）
の
救
恤

制
度
を
再
編
し
た
﹁
鉱
業
法
﹂（
明
治
三
八
年
三
月
七
日
法
律
第
四
五
号
）
の
扶
助
制
度
、
工
場
労
働
者
の
業
務
災
害
に
つ
い
て
は
、﹁
工
場

法
﹂（
明
治
四
四
年
三
月
二
八
日
法
律
第
四
六
号
）
の
災
害
扶
助
制
度
が
設
け
ら
れ
、
両
法
に
お
け
る
療
養
扶
助
と
休
業
扶
助
に
つ
い
て
は

健
康
保
険
法）

5
（

（
大
正
一
一
年
四
月
二
二
日
法
律
第
七
〇
号
）、
障
害
扶
助
と
遺
族
扶
助
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
年
金
保
険
法
（
昭
和
一
六
年

三
月
一
一
日
法
律
第
六
〇
号
）
を
改
正
し
た
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
一
九
年
二
月
一
六
日
法
律
第
二
一
号
）
に
よ
り
社
会
保
険
化
が
図
ら

れ
た
。
ま
た
鉱
山
・
工
場
以
外
の
屋
外
労
働
者
（
土
木
建
築
業
等
の
労
働
者
）
の
業
務
災
害
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
災
害
扶
助
法
（
昭
和
六

年
四
月
二
日
法
律
第
五
四
号
）
に
よ
っ
て
、
事
業
主
の
扶
助
責
任
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
昭
和
四
年
に
始
ま
る
世
界
恐
慌
に
よ
る
失
業

対
策
を
背
景
と
し
て
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
法
（
昭
和
六
年
四
月
二
日
法
律
第
五
五
号
）
が
制
定
さ
れ
た）

6
（

。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
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戦
後
に
、
鉱
業
法
、
工
場
法
及
び
労
働
者
災
害
扶
助
法
に
よ
る
災
害
扶
助
が
、
労
基
法
の
災
害
補
償
（（
個
別
）
事
業
主
の
無
過
失
責
任
に

基
づ
く
定
率
補
償
）
に
統
合
さ
れ
る
と
と
も
に
、
健
康
保
険
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
法
の
三
つ
に
分
属
し

て
い
た
業
務
災
害
に
関
す
る
保
険
制
度
が
労
災
保
険
法
（
政
府
管
掌
の
災
害
保
険
。
事
業
主
の
責
任
保
険
（
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
法
）

か
ら
脱
却
す
る
と
と
も
に
他
の
社
会
保
険
か
ら
も
独
立
）
に
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る）

7
（

。
現
在
、
被
災
労
働
者
等
へ
の
補
償
に
つ
い
て
は
労
災

保
険
法
に
基
づ
く
保
険
給
付
が
中
心
で
あ
り
、
労
基
法
に
基
づ
く
補
償
は
、
療
養
の
た
め
の
休
業
開
始
三
日
間
に
つ
い
て
の
み
休
業
補
償
が

行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る）

8
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
労
働
災
害
を
め
ぐ
る
訴
訟
、
い
わ
ゆ
る
過
労
死
・
過
労
自
殺
に
関
す
る
業
務
外
認
定
に
関
す
る
取
消
訴
訟
や
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
、
雇
用
な
い
し
就
労
形
態
の
多
様
化
が
も
た
ら
す
労
働
者
性
を
争
う
訴
訟
が
増
加
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
業
務
上
外
認
定
、
さ

ら
に
は
労
働
者
性
の
有
無
が
争
わ
れ
る
の
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ
は
、
他
の
社
会
保
険
と
比
べ
て
労
災
保
険
の
給
付
水
準
が
か
な
り
有
利
で

あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る）

9
（

。
国
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
労
災
補
償
制
度
は
一
般
的
な
社
会
保
障
制
度
へ
の
統
合
が
進
め

ら
れ
、
現
在
で
は
業
務
上
障
害
給
付
等
の
給
付
に
つ
い
て
の
み
労
災
補
償
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
で
は
一
九
六
六

年
に
労
災
補
償
制
度
自
体
が
廃
止
さ
れ
、
一
般
の
疾
病
保
険
か
ら
給
付
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
、
た

と
え
ば
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
労
災
補
償
と
し
て
労
災
保
険
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
る）
₁₀
（

。
わ
が
国
で
は
、労
災
保
険
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、

給
付
に
つ
い
て
は
、
傷
病
補
償
年
金
の
新
設
に
よ
る
補
償
の
打
切
り
制
の
廃
止
、
一
級
な
い
し
七
級
ま
で
の
障
害
補
償
給
付
お
よ
び
遺
族
補

償
給
付
の
年
金
化
、
ス
ラ
イ
ド
制
の
採
用
、
給
付
基
礎
日
額
の
最
低
保
障
の
設
定
、
前
払
い
一
時
金
制
度
の
導
入
、
労
働
福
祉
事
業
（
現
在
、

社
会
復
帰
促
進
等
事
業
）
に
基
づ
く
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
、
特
別
支
給
金
制
度
の
実
施
、
保
険
給
付
（
年
金
）
に
か
か
る
給
付
基
礎

日
額
に
つ
い
て
の
年
齢
階
層
別
の
最
低
限
度
額
お
よ
び
最
高
限
度
額
の
設
定
、
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
の
給
付
基
礎
日
額
に
関
す
る
年
齢

階
層
別
の
最
低
限
度
額
・
最
高
限
度
額
の
導
入
、
労
働
福
祉
事
業
（
現
在
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
）
に
お
け
る
介
護
料
の
支
給
に
か
え
て
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し
て
介
護
補
償
給
付
（
介
護
給
付
）
の
支
給
、過
労
死
予
防
の
た
め
の
二
次
健
康
診
断
等
給
付
の
導
入
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

順
次
充
実
化
が
は
か
ら
れ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
動
向
に
つ
き
、
労
災
保
険
給
付
の
独
自
性
・
有
利
性
の
意
義
は
何
か
、
あ
る
い
は
労
災
保
険
制
度
の
趣
旨
・
目
的
を
ど
の
よ
う

に
解
す
る
の
が
適
当
か
を
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
業
務
上
外
の
判
断
及
び
労
働
者
性
の
判
断
に
つ
い
て
検
討
す

る
た
め
の
前
提
作
業
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
労
基
法
上
の
災
害
補
償
と
労
災
保
険
の
給
付
内
容
を
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
、
補
償
内
容
（
保
険
給
付
内
容
）
の
意
義
及
び
課
題
を
考
察
す
る
。

二　

労
災
保
険
給
付
の
法
的
性
格）

₁₁
（

　

ま
ず
、
労
災
保
険
給
付
の
法
的
性
格
に
関
す
る
学
説
を
整
理
し
て
お
こ
う）
₁₂
（

。
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
展
開
さ

れ
て
き
た
。
沿
革
的
に
み
る
と
、
労
災
保
険
法
は
労
基
法
上
の
個
別
使
用
者
の
災
害
補
償
責
任
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
責
任

保
険
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
（
責
任
保
険
説
）。
そ
の
後
、
労
災
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
適
用
範
囲
の
拡
大
（
全
面
適
用
化
、
な
お
、

現
在
、
使
用
労
働
者
数
が
五
人
未
満
の
農
林
水
産
業
の
一
部
は
暫
定
任
意
適
用
事
業
）、
給
付
形
態
や
水
準
の
改
善
（
年
金
化
、
給
付
基
礎

日
額
の
最
低
保
障
制
）、
労
働
福
祉
事
業
（
現
在
は
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
）
の
拡
大
（
特
別
支
給
金
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
等
が

行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
労
災
保
険
の
発
展
（
労
基
法
と
の
関
係
で
は
、﹁
労
災
保
険
の
独
り
歩
き
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
対
し
て
、
労
災
保

険
の
﹁
社
会
保
障
化
﹂（
よ
り
正
確
に
は
社
会
保
険
化
）
を
説
く
学
説
が
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
労
災
補
償
は
、
損
失
填
補
の
性

格
を
も
つ
労
基
法
上
の
災
害
補
償
で
あ
り
、
労
災
保
険
は
責
任
保
険
的
性
格
が
強
い
が
、
生
存
権
原
理
に
基
づ
く
社
会
保
障
の
進
展
と
と
も

に
、
労
災
補
償
は
必
然
的
に
社
会
保
障
化
し
、
社
会
保
障
と
し
て
の
労
災
補
償
給
付
は
、
個
別
責
任
制
に
お
け
る
損
失
填
補
で
は
な
く
、﹁
生

六
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活
維
持
原
則
﹂
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な
り
、
業
務
上
外
の
区
別
は
無
意
味
と
な
る
が
、
労
災
の
労
働
関
係
的
特
質
か
ら
、
そ
の
費
用
は
主
と

し
て
使
用
者
の
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
国
も
、
社
会
保
障
に
お
い
て
国
民
生
活
に
責
任
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
労
災
の
社
会
化

現
象
の
ゆ
え
に
、
費
用
の
一
部
を
負
担
す
べ
き
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
社
会
保
障
化
説
、
生
活
保
障
説
（
単
一
目
的
説）
₁₃
（

））。
こ
れ
に
対
し
て
、

労
災
保
険
を
使
用
者
の
集
団
責
任
に
根
拠
を
お
く
労
働
法
上
の
労
災
補
償
と
し
て
把
握
す
る
学
説
（
集
団
責
任
説
）
の
立
場
か
ら
、
次
の
よ

う
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
保
障
化
論
は
、
労
災
補
償
責
任
を
国
家
の
国
民
に
対
す
る
生
活
保
障
義
務
一
般
の
な
か
に
解
消

し
て
使
用
者
責
任
を
あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
、
国
家
に
災
害
の
実
質
的
補
償
者
た
る
地
位
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
国
庫
負
担
が
積
極
的
に
肯

定
さ
れ
る
が
、
業
務
上
災
害
で
あ
る
以
上
、
使
用
者
に
補
償
義
務
を
課
す
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
、
社
会
保
障
化
の
徴
表
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
給
付
の
年
金
化
、
ス
ラ
イ
ド
化
、
給
付
基
礎
日
額
の
最
低
補
償
制
等
も
、
損
失
填
補
の
よ
り
適
性
か
つ
合
理
的
な
手
段
と
理
解
す
れ

ば
足
り
る
こ
と
、
立
法
論
と
し
て
の
労
災
補
償
の
社
会
保
障
へ
の
発
展
的
解
消
論
は
、﹁
同
一
の
ニ
ー
ズ
に
は
同
一
の
保
障
を
﹂
と
い
う
平

等
待
遇
の
理
念
が
あ
て
は
ま
る
医
療
等
の
現
物
給
付
に
は
妥
当
す
る
が
、
災
害
に
対
す
る
補
償
で
あ
る
労
災
補
償
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ

マ
ム
を
保
障
す
る
社
会
保
障
と
目
的
が
異
な
っ
て
お
り
、
両
者
を
同
一
化
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
こ
と
、
労
災
保
険
は
、
単
に
使
用
者
の

責
任
を
保
険
し
危
険
を
分
散
さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
保
険
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
と
し
て
の
使
用
者
の
責
任

の
拡
大
徹
底
を
は
か
り
、
被
災
労
働
者
の
蒙
っ
た
人
身
損
害
の
よ
り
完
全
な
填
補
を
実
現
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
被
災
者
の
生
活
確
保
を
は
か

る
制
度
で
あ
る
と
す
る）
₁₄
（

。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
化
説
（
生
活
保
障
説
）
と
集
団
責
任
説
（
損
失
填
補
説
）
が
対
立
し
て
い
た
が
、
そ
の

後
、
多
く
の
論
者
が
、
い
ず
れ
に
重
点
を
お
く
か
の
相
違
は
あ
る
が
、
労
災
補
償
な
い
し
労
災
保
険
の
法
的
性
格
を
損
失
填
補
機
能
と
所
得

保
障
（
生
活
保
障
）
機
能
を
併
せ
も
つ
も
の
と
し
て
、
種
々
の
見
解
が
唱
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、﹁
労
災
保
険
の
社

会
保
障
化

－

よ
り
適
切
な
表
現
は
﹁
社
会
保
険
化
﹂
で
あ
ろ
う
、
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
認
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い）
₁₅
（

﹂
や
、﹁
労
災
保
険
制
度

の
目
的
・
必
要
性
は
、
補
償
や
損
害
の
填
補
以
外
に
も
拡
大
し
て
い
る）
₁₆
（

﹂、﹁
現
在
の
労
災
保
険
は
、
一
般
的
な
社
会
保
険
と
損
害
賠
償
と
の

六
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中
間
に
位
置
す
る
補
償
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
労
基
法
の
災
害
補
償
と
も
区
別
さ
れ
た
独
自
な
法
体
系
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
る）
₁₇
（

﹂
等
と
述

べ
ら
れ
る
も
の
の
、
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

他
方
、
行
政
解
釈
で
は
、
労
災
保
険
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
現
在
で
は
特
に
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
六
〇
年
の
法
改
正
の
際
に
は
、

集
団
的
責
任
論
の
立
場
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₁₈
（

。

　

ま
た
近
年
の
裁
判
例
を
見
れ
ば
、
労
災
保
険
の
趣
旨
・
目
的
を
﹁
損
害
の
填
補
﹂
と
の
み
述
べ
る
も
の
や）
₁₉
（

、﹁
損
害
の
填
補
及
び
生
活
保
障
﹂

と
述
べ
る
も
の）
₂₀
（

、
労
災
保
険
の
独
自
の
性
格
を
強
調
す
る
も
の）
₂₁
（

の
三
つ
に
分
類
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
労
基
法
上
の
災
害
補
償

と
労
災
保
険
の
給
付
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
災
保
険
給
付
の
性
格
を
は
じ
め
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

補
償
内
容）

₂₂
（

　

補
償
内
容
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
で
は
災
害
補
償
と
し
て
、
打
切
補
償
、
分
割
補
償
を
除
い
て
、
療
養
補
償
、
休
業
補
償
、
障
害
補
償
、

遺
族
補
償
、
葬
祭
料
の
五
種
類
の
補
償
が
、
労
災
保
険
法
で
は
業
務
災
害
に
対
す
る
保
険
給
付
と
し
て
、
療
養
補
償
給
付
、
休
業
補
償
給
付
、

障
害
補
償
給
付
、
遺
族
補
償
給
付
、
葬
祭
料
、
傷
病
補
償
年
金
、
介
護
補
償
給
付
の
七
種
類
が
支
給
さ
れ
る）
₂₃
（

。
上
記
の
う
ち
、
金
銭
給
付
に

か
か
る
保
険
給
付
（
休
業
補
償
給
付
、
障
害
補
償
給
付
、
遺
族
補
償
給
付
、
葬
祭
料
等
）
に
つ
い
て
は
、
給
付
基
礎
日
額
を
も
と
に
算
定
を

行
っ
て
い
る
。
給
付
基
礎
日
額
は
、
労
基
法
一
二
条
の
平
均
賃
金
（﹁
こ
れ
を
算
定
す
べ
き
事
由
の
発
生
し
た
日
以
前
三
カ
月
間
に
そ
の
労

働
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
賃
金
総
額
を
、
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
た
金
額
﹂）
に
相
当
す
る
額
（
労
災
八
条
）
と
し
て
お
り
、
平
均
賃

金
相
当
額
が
適
当
で
な
い
場
合
は
、
政
府
が
算
定
す
る
額
を
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
年
齢
階
層
別
の
最
低
限
度
額
・

最
高
限
度
額
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
災
保
険
給
付
は
算
定
基
礎
を
給
付
基
礎
日
額
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
基
法
の
災
害

六
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補
償
の
算
定
基
礎
で
あ
る
平
均
賃
金
を
修
正
す
る
形
で
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
生
活
の
安
定
を
図
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

１　

療
養
補
償
・
療
養
補
償
給
付

　

⑴　

療
養
の
給
付

　

労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
っ
て
療
養
を
必
要
と
す
る
場
合
に
、
労
基
法
で
は
、
使
用
者
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
て
療
養

そ
の
も
の
を
行
う
か
（
療
養
の
給
付
の
支
給
）、
又
は
労
働
者
が
自
ら
選
択
し
た
医
師
の
も
と
で
治
療
を
受
け
、
そ
れ
に
要
し
た
費
用
を
労

働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
療
養
の
費
用
の
支
給
）（
労
基
七
五
条
一
項
）。
療
養
の
範
囲
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
ら
れ
、
①

診
察
、
②
薬
剤
ま
た
は
治
療
材
料
の
支
給
、
③
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療
、
④
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世

話
そ
の
他
の
看
護
、
⑤
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
、
⑥
移
送
で
あ
り
、
療
養
上
相
当
と
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
労
基
則
三
六
条
）。

　

他
方
、
労
災
保
険
法
で
は
、
療
養
補
償
給
付
と
し
て
、
保
険
者
（
政
府
）
が
、
被
災
者
に
対
し
て
直
接
療
養
を
給
付
す
る
療
養
の
給
付
（
現

物
給
付）
₂₄
（

）
が
原
則
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
被
災
労
働
者
が
療
養
に
要
し
た
費
用
を
償
還
（
支
給
）
す
る
（
現
金
給
付
）（
労
災
一
三
条
一
項
、

三
項
）。
療
養
の
給
付
の
内
容
は
労
基
法
と
同
様
で
あ
る
が
、
政
府
が
必
要
と
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
二
項
）、
当
該
治
療
等

の
措
置
が
被
災
者
の
傷
病
の
治
療
、
身
体
機
能
の
回
復
に
と
っ
て
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
客
観
的
公
正
な
医
学
的
知
見
か
ら
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
健
康
保
険
法
の
療
養
給
付
と
比
較
を
す
る
と
、
保
険
診
療
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
本
人
の
三
割
負
担
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
点
で
も
労
災
保
険
給
付
は
有
利
性
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
療
養
の
給
付
は
、
傷
病
に
よ
る
身
体
機
能
の
喪
失
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
傷

病
に
つ
い
て
療
養
を
必
要
と
し
な
く
な
る
ま
で
（﹁
治
ゆ
﹂
の
状
態
ま
で
）
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
治
ゆ
﹂
と
は
、
い
か
な
る
状
態
の

六
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場
合
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
行
政
解
釈
で
は
、﹁
治
ゆ
と
は
、
症
状
が
安
定
し
、
疾
病
が
固
定
し
た
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
の
で
あ

っ
て
、
治
療
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
も
の
﹂
を
い
う
と
し
、
⑴
負
傷
に
あ
っ
て
は
創
面
の
治
ゆ
し
た
場
合
、
⑵
疾
病
に
あ
っ
て
は
、
急
性
症

状
が
消
退
し
慢
性
症
状
は
持
続
し
て
も
医
療
効
果
を
期
待
し
得
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合
を
い
う
と
解
し
て
い
る
（
昭
二
三
・
一
・
一
三
基

災
発
三
号
）。
最
近
の
裁
判
例
（
中
央
労
働
基
準
監
督
署
長
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
五
・
一
・
二
四
労
経
速
三
頁
）
で
は
、﹁﹃
治
ゆ
﹄
と
は
、

症
状
が
安
定
し
、
疾
病
が
固
定
し
た
状
態
に
あ
っ
て
治
療
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
状
態
を
指
し
、
具
体
的
に
は
、
負
傷
に
あ
っ
て
は
創
面
が

癒
着
し
、
そ
の
症
状
が
安
定
し
、
医
療
効
果
が
期
待
し
得
な
く
な
っ
た
と
き
、
疾
病
に
あ
っ
て
は
急
性
症
状
が
消
退
し
、
慢
性
症
状
は
持
続

し
て
も
そ
の
症
状
が
安
定
し
、
医
療
効
果
が
そ
れ
以
上
期
待
し
得
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
き
を
い
う
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
治
療
時
に

は
症
状
は
改
善
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
治
療
の
程
度
に
ま
で
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
う
経
過
が
一
定
期
間
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
、
治
療
の
有
無
に

よ
る
症
状
の
経
過
に
ほ
と
ん
ど
差
が
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
治
癒
と
み
な
さ
れ
る
。
傷
病
前
の
身
体
に
回
復
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
完
治
な
い
し
全
治
と
は
異
な
る
﹂
と
詳
細
に
定
義
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る）
₂₅
（

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
残
さ
れ
た
機
能
障

害
、
神
経
症
状
な
ど
は
障
害
と
し
て
障
害
補
償
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
た
と
え
ば
、
う
つ
病
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
う
つ

病
の
場
合
は
、
寛
解
と
呼
ば
れ
、
再
発
も
多
く
、
治
癒
（
症
状
固
定
）
の
判
断
が
困
難
で
あ
る
。
う
つ
病
が
業
務
上
の
傷
病
で
あ
る
と
し
て
、

休
職
期
間
満
了
後
の
解
雇
に
つ
き
、
労
基
法
一
九
条
の
解
雇
制
限
が
適
用
さ
れ
、
無
効
と
な
っ
た
裁
判
例
（
東
芝
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二

三
・
二
・
二
三
労
判
一
〇
二
二
号
五
頁
）
が
あ
る
が
、
休
職
期
間
中
に
業
務
外
の
う
つ
病
も
併
存
し
た
可
能
性
も
推
測
さ
れ
る
た
め）
₂₆
（

、
う
つ

病
の
症
状
に
関
し
て
は
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
業
務
上
の
傷
病
と
業
務
外
の
傷
病
と
が
併
存
す
る
場
合
、
業
務
上
の
傷
病

の
み
に
よ
る
疼
痛
が
通
常
、
医
学
的
に
み
て
治
ゆ
す
る
相
当
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
当
該
業
務
上
の
負
傷
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
点

で
治
ゆ
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
裁
判
例
（
日
立
製
作
所
事
件
・
水
戸
地
判
昭
二
八
・
一
一
・
一
一
労
民
集
四
巻
六
号

五
八
九
号
）
も
あ
る
。

六
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ま
た
、
通
院
中
断
期
間
中
の
自
宅
療
養
が
、
休
業
補
償
給
付
の
支
給
要
件
の
一
つ
で
あ
る
﹁
療
養
の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂

を
満
た
す
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
が
あ
る
（
仙
台
労
働
基
準
監
督
署
長
事
件
・
仙
台
地
判
平
成
二
四
・
一
・
一
二
労
経
速
二
一
四
一

号
二
五
頁
）。
マ
ン
シ
ョ
ン
解
体
現
場
に
お
い
て
鉄
く
ず
を
四
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
む
作
業
に
従
事
中
、
誤
っ
て
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
か

ら
転
落
し
、
頭
部
を
地
面
に
強
打
し
た
労
働
者
（
原
告
）
が
、
仙
台
労
働
基
準
監
督
署
長
（
処
分
行
政
庁
）
に
対
し
、
労
災
保
険
法
に
基
づ

き
、
病
院
へ
の
通
院
を
中
断
し
た
期
間
に
係
る
休
業
補
償
給
付
の
支
給
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
処
分
行
政
庁
か
ら
、
当
該
請
求
に
係
る
期
間

は
療
養
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
休
業
補
償
給
付
を
支
給
し
な
い
旨
の
処
分
を
受
け
た
た
め
、
同
処
分
の
取
消
し
を
求
め
た
。
こ
れ

に
対
し
、
裁
判
所
は
、﹁
自
宅
療
養
が
、
療
養
補
償
給
付
の
対
象
と
な
る
療
養
に
含
ま
れ
る
（
労
災
一
三
条
二
項
四
号
等
）
と
し
て
も
、
休

業
補
償
給
付
の
支
給
要
件
を
満
た
す
療
養
及
び
療
養
の
た
め
の
休
業
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
自
宅
療
養
及
び
自
宅
療
養

の
た
め
の
休
業
が
、
労
働
者
の
担
当
医
師
の
事
前
の
指
示
な
い
し
指
導
に
よ
る
も
の
か
、
担
当
医
師
の
事
前
の
指
示
な
い
し
指
導
に
基
づ
く

も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
医
師
の
医
学
的
知
見
に
基
づ
く
判
断
に
よ
り
、
客
観
的
に
み
て
自
宅
療
養
及
び
自
宅
療
養
の
た
め
の
休
業
の
必
要

性
が
明
ら
か
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
﹂
と
し
、﹁
本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
通
院
中
断
期
間
の
前
後
で
異
な
る

病
院
の
医
師
が
原
告
の
診
療
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
医
師
の
医
学
的
知
見
に
基
づ
く
判
断
に
よ
り
、
客
観

的
に
見
て
自
宅
療
養
及
び
自
宅
療
養
の
た
め
の
休
業
の
必
要
性
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
こ
れ
ら

の
必
要
性
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
複
数
の
担
当
病
院
な
い
し
医
師
の
判
断
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
﹂
と
し
、
結

論
と
し
て
、
原
告
の
﹁
本
件
通
院
中
断
期
間
中
、
本
件
労
災
事
故
に
よ
る
傷
害
の
症
状
の
継
続
の
有
無
及
び
そ
の
傷
害
に
対
す
る
療
養
の
た

め
の
休
業
の
要
否
に
つ
い
て
、
治
療
（
診
療
）
を
担
当
し
た
病
院
な
い
し
医
師
の
間
で
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
﹂
ず
、

﹁
本
件
通
院
中
断
期
間
中
の
原
告
に
つ
い
て
、
医
師
の
医
学
的
知
見
に
基
づ
く
判
断
に
よ
り
、
客
観
的
に
見
て
自
宅
療
養
及
び
自
宅
療
養
の

た
め
の
休
業
の
必
要
性
が
明
ら
か
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
﹂
な
い
と
し
て
い
る
。
療
養
の
必
要
性
の
要
件
に
つ
い
て
の
重
要
な
裁
判
例
で
あ

六
四
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⑵　

療
養
の
費
用

　

療
養
の
給
付
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
ま
た
は
療
養
の
給
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
労
働
者
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
労

災
則
一
一
条
の
二
）
に
は
、
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
三
条
三
項
）。
つ
ま
り
、
保
険
者
側
（
政
府
側
）
の
事
情
に
お
い
て
療
養
の

給
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
（
被
災
労
働
者
が
療
養
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
域
に
労
災
指
定
病
院
等
が
な
い
場
合
や
、
特
殊
な
医
療
技

術
や
診
療
施
設
を
必
要
と
す
る
傷
病
で
あ
っ
て
最
寄
り
の
指
定
病
院
等
に
こ
れ
ら
の
技
術
や
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
等
）、
ま
た

は
労
働
者
側
に
療
養
の
費
用
を
便
宜
と
す
る
事
情
が
あ
る
場
合
（
当
該
傷
病
に
つ
き
指
定
病
院
等
以
外
の
病
院
・
診
療
所
等
で
緊
急
な
療
養

を
必
要
と
す
る
場
合
、
最
寄
り
の
病
院
、
診
療
所
等
が
指
定
病
院
等
で
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
）
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（
昭
四
一
・
一
・
三

一
基
発
七
三
号
）。
こ
う
し
た
場
合
に
被
災
労
働
者
が
、
労
災
指
定
病
院
等
以
外
で
受
け
た
診
察
、
治
療
に
要
し
た
費
用
は
、
労
災
保
険
か

ら
償
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑶　

傷
病
補
償
年
金

　

傷
病
補
償
年
金
は
、
療
養
補
償
給
付
を
受
け
て
い
る
労
働
者
の
傷
病
が
、
①
療
養
開
始
後
一
年
六
カ
月
経
過
し
て
も
治
ら
ず
、
か
つ
、
②

そ
の
傷
病
が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
療
養
開
始
後
一
年
六
カ
月
経
過
後
、
①
②
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
そ
の
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
二
条
の
八
第
三
項
）。
傷
病
補
償
年
金
が
支
給
さ
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
引
き
続
き
療
養
補
償

給
付
が
支
給
さ
れ
る
が
、
休
業
補
償
給
付
は
行
わ
れ
な
い
（
労
災
一
八
条
二
項
）。
な
お
、
労
基
法
に
は
傷
病
補
償
年
金
に
対
応
し
た
補
償

は
な
い
が
、
沿
革
的
に
は
、
労
基
法
の
打
切
補
償
に
対
応
し
て
設
け
ら
れ
た
打
切
補
償
費
か
ら
、
長
期
傷
病
補
償
給
付
、
傷
病
補
償
年
金
へ

六
四
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と
充
実
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
業
務
上
の
傷
病
に
よ
り
療
養
し
て
い
る
労
働
者
が
、
①
そ
の
療
養
の
開
始
後
三
年
を
経

過
し
た
日
に
お
い
て
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
日
に
、
ま
た
、
②
同
日
後
に
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
労
基
法
八
一
条
に
い
う
打
切
補
償
が
支
払
わ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
労
災
一
九
条
）。
こ
の
こ
と
は
、
上
記

の
日
以
降
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
、
労
基
法
一
九
条
の
解
雇
制
限
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

そ
こ
で
、
療
養
開
始
後
三
年
を
経
過
し
た
時
点
で
、
傷
病
補
償
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
使
用
者
が
自
ら
労
基
法
上
の
打
切

補
償
を
支
払
っ
て
当
該
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
（
四
２
）。

　

以
上
、
療
養
補
償
に
関
し
て
は
、
労
災
保
険
の
療
養
補
償
給
付
に
は
﹁
政
府
が
必
要
と
認
め
る
も
の
﹂
と
の
要
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
は
労
基
法
の
災
害
補
償
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
前
述
し
た
が
、
健
康
保
険
法
の
保
険
診
療
に
つ
い
て
は
、
被

保
険
者
本
人
の
三
割
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
労
災
保
険
給
付
は
有
利
性
を
保
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

２　

休
業
補
償
・
休
業
補
償
給
付

　

労
働
者
が
業
務
上
の
傷
病
に
よ
る
療
養
の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
賃
金
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
休
業
の
第
四
日
目
か

ら
給
付
基
礎
日
額
の
一
〇
〇
分
の
六
〇
の
休
業
補
償
給
付
が
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
四
条
一
項
）。
そ
の
要
件
は
、
労
基
法
七
六
条
一
項
の

休
業
補
償
と
同
じ
で
あ
る
が
（
労
基
法
に
は
待
期
期
間
は
な
い
）、
休
業
補
償
給
付
の
受
給
権
者
に
は
、
休
業
四
日
目
か
ら
一
日
に
つ
き
原

則
と
し
て
給
付
基
礎
日
額
の
一
〇
〇
分
の
二
〇
に
相
当
す
る
額
の
休
業
特
別
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
た
め
、
合
計
で
給
付
基
礎
日
額
の
八
〇

％
の
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

休
業
補
償
給
付
の
支
給
要
件
は
、
①
業
務
上
の
傷
病
に
よ
る
療
養
の
た
め
、
②
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
（
労
働
不
能
）、
③
賃

金
を
受
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

六
四
九
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①
療
養
の
た
め
と
は
、
業
務
上
の
傷
病
に
つ
い
て
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
入
院
加
療
中
に
加
え
て
、
通
院
に
よ
る
治
療
、

医
師
の
認
め
た
自
宅
療
養
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
症
状
が
固
定
し
て
そ
れ
以
上
療
養
を
つ
づ
け
て
も
医
療
効
果
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
（﹁
治
ゆ
﹂
と
判
断
さ
れ
た
場
合
）、
そ
れ
以
降
は
休
業
補
償
給
付
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（﹁
治
ゆ
﹂
に
つ
い
て
は
、
三
１
⑴
療

養
の
給
付
を
参
照
）。

　

②
労
働
不
能
と
は
、
労
働
能
力
の
喪
失
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
傷
病
の
療
養
の
た
め
に
労
働
す
る
こ
と
が
不
可
能
ま
た
は
不

適
当
な
場
合
を
い
い
、
全
部
労
働
不
能
か
一
部
労
働
不
能
か
を
問
わ
な
い
。
ま
た
、
労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
る
直
前
に

従
事
し
て
い
た
種
類
の
労
働
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
み
で
は
な
く
、一
般
に
労
働
不
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る）
₂₇
（

。
し
た
が
っ
て
、

軽
作
業
そ
の
他
の
業
務
に
就
労
可
能
な
場
合
に
は
、
労
基
法
・
労
災
保
険
法
に
い
う
労
働
不
能
に
は
該
当
せ
ず
、
休
業
補
償
・
休
業
補
償
給

付
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

③
賃
金
を
受
け
な
い
と
は
、
賃
金
全
額
を
受
け
な
い
場
合
の
ほ
か
、
賃
金
の
一
部
し
か
受
け
な
い
場
合
を
含
む
。
後
者
の
、
賃
金
の
一
部

し
か
受
け
な
い
場
合
と
し
て
、
ⅰ
全
部
労
働
不
能
で
あ
っ
て
、
平
均
賃
金
・
給
付
基
礎
日
額
の
六
〇
％
未
満
の
賃
金
し
か
受
け
な
い
場
合
と
、

ⅱ
一
部
労
働
不
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
労
働
不
能
の
時
間
に
つ
い
て
全
く
賃
金
を
受
け
な
い
か
、
あ
る
い
は
平
均
賃
金
・
給
付
基
礎
日
額
と
所

定
労
働
時
間
の
一
部
労
働
に
対
す
る
賃
金
（
実
労
働
時
間
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
）
と
の
差
額
の
六
〇
％
未
満
の
金
額
し
か
受
け
な
い

場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
基
法
の
場
合
、
使
用
者
は
、
ⅰ
に
つ
い
て
は
、
支
払
っ
た
賃
金
の
一
部
を
含
め
て
平
均
賃
金
の
六
〇

％
を
支
払
え
ば
よ
く
、
ⅱ
に
つ
い
て
は
、
平
均
賃
金
と
所
定
労
働
時
間
の
一
部
労
働
に
対
す
る
賃
金
と
の
差
額
の
六
〇
％
を
休
業
補
償
と
し

て
支
払
え
ば
よ
い
。
他
方
、
労
災
保
険
法
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、
ⅱ
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
給
付
基
礎
日
額

か
ら
実
際
に
労
働
し
た
部
分
に
つ
い
て
の
賃
金
額
を
控
除
し
た
額
の
六
〇
％
相
当
額
が
支
払
え
ば
よ
い
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
労
災

一
四
条
一
項
但
書
）。

六
五
〇
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と
こ
ろ
で
、
兼
業
を
し
て
い
る
労
働
者
が
、
報
酬
の
少
な
い
方
の
就
労
先
Ｂ
社
で
労
働
災
害
を
被
っ
た
場
合
、
Ｂ
社
の
報
酬
を
基
準
と
し

て
労
災
保
険
法
か
ら
補
償
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
労
働
災
害
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
報
酬
の
多
い
方
の
就
労
先
Ａ
社
の
健
康
保
険

法
に
基
づ
く
傷
病
手
当
金
等
の
給
付
は
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
昭
和
二
八
・
八
・
四
保
文
発
四
八
四
四
号
）。

　

以
下
に
、
兼
業
の
ケ
ー
ス
で
給
付
基
礎
日
額
の
算
定
方
法
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
を
紹
介
し
よ
う
（
も
っ
と
も
、
休
業
補
償
給
付
が
請

求
さ
れ
た
事
例
で
は
な
く
、
遺
族
補
償
給
付
及
び
葬
祭
料
支
払
い
が
求
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
）。
本
件
は
、
午
前
中
は
甲
社
、
午
後
は
乙

社
で
、
夜
に
再
び
甲
社
で
勤
務
し
て
い
た
甲
社
の
従
業
員
Ａ
が
精
神
障
害
を
発
症
し
縊
死
し
た
た
め
、
Ａ
の
父
親
が
遺
族
補
償
給
付
及
び
葬

祭
料
の
支
給
を
求
め
る
際
に
、
給
付
基
礎
日
額
（
平
均
賃
金
）
の
算
定
に
あ
た
り
、
甲
社
だ
け
で
は
な
く
、
Ａ
が
被
災
当
時
兼
業
し
て
い
た

乙
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
べ
き
賃
金
も
合
算
し
て
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
行
政
処
分
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
（
新
宿
労
働
基
準
監
督
署
長
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
四
・
一
・
一
九
労
経
速
二
一
四
二
号
二
一
頁
））
₂₈
（

。
裁
判
所
は
、
本
件
で
は

労
災
保
険
法
八
条
一
項
の
給
付
基
礎
日
額
の
算
定
方
法
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
補
償
額
は
、
当
該
労
働
災
害
に
対
し
て
業
務
起
因
性
の

あ
る
業
務
を
行
っ
た
企
業
体
で
の
労
働
基
準
法
一
二
条
所
定
の
平
均
賃
金
を
基
礎
と
し
て
計
算
さ
れ
る
の
が
理
の
当
然
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本

件
各
決
定
は
、
本
件
災
害
は
別
件
会
社
の
業
務
に
内
在
す
る
危
険
が
現
実
化
し
て
生
じ
た
災
害
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
被
災
者
の
甲
社
で

の
平
均
賃
金
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
乙
社
で
の
業
務
が
危
険
を
内
在
し
、
本
件
災
害
が
そ
の
現
実
化
で
あ
る
と
評
価
で
き
れ
ば
、

当
然
、
給
付
基
礎
日
額
を
算
定
す
る
に
、
甲
社
の
平
均
賃
金
に
乙
社
の
平
均
賃
金
を
合
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
一
般
論
を
述
べ
て

い
る
。
本
件
で
は
、
兼
業
会
社
で
あ
る
乙
社
の
業
務
に
は
災
害
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
の
危
険
が
内
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
結
果
的
に

は
二
社
の
平
均
賃
金
の
合
算
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
理
論
上
、
甲
社
と
乙
社
の
平
均
賃
金
の
通
算
を
認
め
た
こ
と
に
意
義
が
あ
ろ
う
。

六
五
一
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障
害
補
償
・
障
害
補
償
給
付

　

労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
り
治
っ
た
と
き
に
（
症
状
が
固
定
し
て
そ
れ
以
上
の
治
療
効
果
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
を
い
う
）
身
体
に
障
害
が
残
っ
た
場
合
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
障
害
補
償
給
付
が
支
給
さ
れ
る
。
労
基
法
で
は
、
障
害
補
償
は
す
べ
て

一
時
金
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
（
労
基
七
七
条
、
労
基
別
表
第
二
）、
労
災
保
険
法
で
は
障
害
等
級
表
（
労
災
則
別
表
第
一
）
の
一
級
か

ら
七
級
ま
で
の
障
害
に
つ
い
て
は
障
害
補
償
年
金
（
労
災
別
表
第
一
）
が
、
八
級
か
ら
一
四
級
ま
で
の
障
害
に
つ
い
て
は
障
害
補
償
一
時
金

（
同
別
表
第
二
）
が
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
五
条
）。
障
害
補
償
の
対
象
と
す
べ
き
身
体
障
害
の
程
度
を
定
め
て
い
る
障
害
等
級
表
は
、
身
体

を
解
剖
学
的
観
点
か
ら
部
位
に
分
け
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
部
位
に
お
け
る
身
体
障
害
を
機
能
の
面
に
重
点
を
お
い
た
生
理
学
的
観
点
か
ら
、

た
と
え
ば
、
眼
に
お
け
る
視
力
障
害
、
運
動
障
害
の
よ
う
に
一
種
又
は
数
種
の
障
害
群
に
分
け
、
各
障
害
は
、
そ
の
労
働
能
力
の
喪
失
の
程

度
に
応
じ
て
一
定
の
順
序
の
も
と
に
配
列
さ
れ
て
い
る）
₂₉
（

。
な
お
、
本
障
害
等
級
表
で
は
、
障
害
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
、
被
災
労
働
者
の

年
齢
・
職
種
・
利
き
腕
・
経
験
等
の
職
業
能
力
的
諸
条
件
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
職
業
別
で
み
た
場
合
に
よ
く
い

わ
れ
る
の
が
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
小
指
の
欠
損
（
障
害
）
で
あ
る
が
、
他
の
事
務
労
働
者
の
小
指
の
欠
損
と
は
、
そ
の
欠
損
の
意
味
が
異
な
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
障
害
等
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
障
害
補
償
が
当
該
障
害
に
よ
る
一
般
的
な
平
均
的
労
働

能
力
の
喪
失
に
対
す
る
損
失
填
補
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
昭
五
〇
・
九
・
三
〇
基
発
五
六
五
号
）。﹁
障
害
補
償
は
現
行

の
等
級
表
の
た
て
方
に
よ
る
限
り
、
少
な
く
と
も
現
実
の
労
働
能
力
の
喪
失―

そ
れ
に
よ
っ
て
被
る
収
入
の
減
少
、
な
い
し
は
喪
失―

を

填
補
す
る
も
の
で
は
な
い）
₃₀
（

﹂
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
こ
の
点
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

　

同
一
の
傷
病
に
よ
っ
て
二
以
上
の
身
体
障
害
が
残
っ
た
場
合
に
は
、
障
害
等
級
の
併
合
な
い
し
繰
上
げ
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
障
害
等
級

の
認
定
を
行
う
。
労
災
保
険
法
施
行
規
則
一
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
身
体
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
、
重
い
方
の
身
体
障
害
の
該
当
す
る
等

級
に
よ
っ
て
当
該
障
害
等
級
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
方
、
同
一
四
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
①
一
三
級
以
上
の
身
体
障
害
が
二
以
上

六
五
二
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あ
る
場
合
に
は
一
級
、
②
八
級
以
上
の
身
体
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
二
級
、
③
五
級
以
上
の
身
体
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は

三
級
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
等
級
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
外
貌
の
醜
状
障
害
に
か
か
る
障
害
等
級
等
の
男
女
差
が
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
（
国
・
園
部

労
基
署
長
（
障
害
等
級
男
女
差
）
事
件
・
京
都
地
判
平
成
二
二
・
五
・
二
七
労
判
一
〇
一
〇
号
一
一
頁
）
が
あ
る
が
、
本
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、

第
七
級
（
当
該
障
害
の
存
す
る
期
間
一
年
に
つ
き
給
付
基
礎
日
額
の
一
三
一
日
分
の
障
害
補
償
年
金
が
支
給
さ
れ
る
）
の
﹁
一
二　

女
性
の

外
ぼ
う
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の
﹂、
第
一
二
級
（
給
付
基
礎
日
額
の
一
五
六
日
分
の
障
害
補
償
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
）
の
﹁
一
三　

男
性
の
外
ぼ
う
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の
、
一
四　

女
性
の
外
ぼ
う
に
醜
状
を
残
す
も
の
﹂、
第
一
四
級
（
給
付
基
礎
日
額
の
五
六
日
分

の
障
害
補
償
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
）
の
﹁
一
〇　

男
性
の
外
ぼ
う
に
醜
状
を
残
す
も
の
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、﹁
男
女
の
性
別
に

よ
っ
て
著
し
い
外
ぼ
う
の
醜
状
障
害
に
つ
い
て
五
級
の
差
が
あ
り
、
女
性
で
あ
れ
ば
一
年
に
つ
き
給
付
基
礎
日
額
の
一
三
一
日
分
の
障
害
補

償
年
金
が
支
給
さ
れ
る
の
に
対
し
、男
性
で
は
給
付
基
礎
日
額
の
一
五
六
日
分
の
障
害
補
償
一
時
金
し
か
支
給
さ
れ
な
い
と
い
う
差
が
あ
る
。

⋮
⋮
男
女
の
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
不
合
理
さ
は
著
し
い
。﹂
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
七
級
と
八
級
で
年
金
か
一
時
金
に
区
分
さ
れ

る
障
害
等
級
表
は
、
確
か
に
問
題
が
あ
ろ
う
（
な
お
、
本
判
決
後
に
、
男
女
別
の
外
ぼ
う
の
障
害
等
級
表
（
労
災
則
別
表
第
一
）
が
改
訂
さ

れ
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
の
こ
す
も
の
（
第
七
級
の
一
二
）、
外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の
（
第
九

級
の
一
一
の
二
）、
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の
（
第
一
二
級
の
一
四
）
と
な
っ
た
）。

４　

遺
族
補
償
・
遺
族
補
償
給
付

　

労
働
者
が
業
務
上
死
亡
し
た
場
合
（
業
務
上
の
傷
病
に
つ
き
療
養
中
に
当
該
傷
病
と
相
当
因
果
関
係
の
あ
る
死
亡
を
含
む
）、
被
扶
養
利

益
の
喪
失
に
対
す
る
填
補
と
し
て
一
定
範
囲
の
遺
族
（
労
働
者
の
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
（
労
基
則
四
二
条
、

六
五
三
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四
三
条
一
項
、
労
災
一
六
条
の
二
））
に
遺
族
補
償
が
行
わ
れ
る
。
労
基
法
で
は
、
一
時
金
（
平
均
賃
金
の
一
〇
〇
〇
日
分
）
で
あ
る
が
（
労

基
七
九
条
）、
労
災
保
険
法
で
は
遺
族
補
償
給
付
と
し
て
遺
族
補
償
年
金
と
遺
族
補
償
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る）
₃₁
（

。

　

⑴　

遺
族
補
償
年
金

　

遺
族
補
償
年
金
を
受
給
し
う
る
遺
族
（
受
給
資
格
者
）
は
、
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
労
働
者
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た

配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
（
内
縁
の
配
偶
者
）
を
含
む
）、
子
、
父
母
、
孫
、

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
で
あ
り
（
最
先
順
位
者
の
み
が
受
給
す
る
）、
妻
以
外
の
場
合
は
、
一
定
の
年
齢
（
夫
・
父
母
・
祖
父
母
は
六
〇
歳
以
上
、

子
・
孫
は
一
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
こ
と
、
兄
弟
姉
妹
は
六
〇
歳
以
上
ま
た
は
一
八
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
こ
と
）
あ
る
い
は
一
定
の
障
害
状
態
（
身
体
に
障
害
等
級
（
別
表
第
一
）
の
第
五
級
以
上

に
該
当
す
る
障
害
が
あ
る
状
態
ま
た
は
負
傷
・
疾
病
が
治
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
・
精
神
に
、
労
働
が
高
度
の
制
限
を
受
け
る
か
、
若
し

く
は
労
働
に
高
度
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
状
態
（
労
災
則
一
五
条
））
に
あ
る
こ
と
を
要
す
る
（
労

災
一
六
条
の
二
、
昭
和
四
〇
年
法
附
則
四
三
条
、
四
五
条
）。

　

内
縁
の
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
配
偶
者
と
同
様
の
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
が
、
内
縁
関
係
が
他
の
法
律
婚
と
重
複
す
る
場
合

に
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
配
偶
者
の
一
方
が
第
三
者
と
事
実
上
の
夫
婦
関
係
に
入
っ
た
場
合
（
重
婚
的
内

縁
関
係
）
に
、
重
婚
的
内
縁
配
偶
者
が
遺
族
補
償
の
受
給
権
者
と
な
り
う
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
裁
判
例
（
中
央
労
基
署
長

（
松
原
工
業
所
）
事
件
・
東
京
地
判
平
成
一
〇
・
五
・
二
七
労
判
七
三
九
号
六
五
頁
）
は
、﹁
同
条
（
労
災
保
険
法
一
六
条
の
二
）
に
い
う
配

偶
者
と
は
、
原
則
と
し
て
、
婚
姻
の
届
出
を
し
た
者
を
意
味
す
る
が
、
婚
姻
関
係
が
実
体
を
失
っ
て
形
骸
化
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
固
定

化
し
て
近
い
将
来
解
消
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
、
事
実
上
の
離
婚
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
婚
姻
の
届
出
を
し
た
者
﹂
で

六
五
四
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は
な
く
、
重
婚
的
内
縁
関
係
に
あ
る
者
が
同
条
の
配
偶
者
に
該
当
す
る
と
し
、
重
婚
的
内
縁
配
偶
者
を
受
給
権
者
と
認
め
る
た
め
に
、﹁
被

災
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
た
者
と
の
間
に
婚
姻
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
が
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
要
件
と
な
る
も
の
で
は

な
く
、
別
居
に
至
る
経
緯
、
別
居
期
間
、
婚
姻
関
係
を
維
持
す
る
意
思
の
有
無
、
婚
姻
関
係
を
修
復
す
る
た
め
の
努
力
の
有
無
、
経
済
的
依

存
関
係
の
有
無
・
程
度
、
別
居
後
の
音
信
、
訪
問
の
有
無
・
頻
度
等
を
総
合
考
慮
し
て
﹂
そ
の
判
断
を
行
っ
て
お
り）
₃₂
（

、
こ
れ
は
緩
や
か
な
判

断
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

⑵　

遺
族
補
償
一
時
金

　

遺
族
補
償
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
〇
年
の
労
災
保
険
法
の
改
正
に
よ
る
遺
族
補
償
の
年
金
化
に
伴
い
、
従
来
で
あ
れ
ば
一
時
金
を

受
給
で
き
る
遺
族
で
あ
っ
た
者
の
う
ち
年
金
の
受
給
資
格
者
と
な
れ
な
い
者
に
対
し
て
調
整
的
な
意
味
か
ら
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
。
ま
た

早
期
に
年
金
の
受
給
権
者
が
失
権
し
た
た
め
、
年
金
の
支
給
累
計
額
が
少
な
い
場
合
に
も
、
右
の
一
時
金
の
額
と
差
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
差
額
を
遺
族
補
償
一
時
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
（
受
給
資
格
者
や
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
労
災
一
六
条
の
六―

一
六
条
の
九）
₃₃
（

）。

５　

介
護
補
償
給
付

　

従
来
、
労
働
福
祉
事
業
と
し
て
、
業
務
災
害
（
又
は
通
勤
災
害
）
に
よ
り
被
災
し
、
在
宅
し
て
い
る
者
で
、
身
体
障
害
又
は
傷
病
の
状
態

が
重
度
で
あ
る
た
め
、
常
に
介
護
を
受
け
て
い
る
者
（
重
度
被
災
労
働
者
、
長
期
自
宅
療
養
者
）
に
対
す
る
援
護
措
置
と
し
て
介
護
料
が
支

給
さ
れ
て
い
た
（
昭
和
五
五
年
四
月
五
日
付
基
発
第
一
六
五
号
﹁
介
護
料
の
支
給
に
つ
い
て
﹂）。
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
化
、
核
家
族
化
等

の
進
展
に
よ
り
、
重
度
被
災
労
働
者
が
、
家
庭
で
十
分
な
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
平
成
七
（
二
〇
〇
五
）

年
労
災
保
険
法
改
正
に
よ
り
、
上
記
の
労
働
福
祉
事
業
に
お
け
る
介
護
料
に
代
わ
る
新
た
な
保
険
給
付
と
し
て
、
介
護
補
償
給
付
が
創
設
さ

六
五
五
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労
災
保
険
の
給
付
法
に
関
す
る
一
考
察

れ
た）
₃₄
（

。

　

介
護
補
償
給
付
は
、
障
害
補
償
年
金
ま
た
は
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
労
働
者
が
、
こ
れ
ら
の
年
金
の
支
給
事
由
と
な
る

障
害
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
よ
り
、
常
時
ま
た
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
ま
た
は

随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
介
護
を
受
け
て
い
る
間
（
身
体
障
害
者
療
養
施
設
等
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
定

の
施
設
に
入
所
し
て
い
る
間
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
間
を
除
く
）
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
二
条
の
八
第
四
項）
₃₅
（

）。
介

護
補
償
給
付
は
、
月
単
位
で
支
給
さ
れ
、
そ
の
月
額
は
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
労
災
一
九
条
の
二
）。

　

労
働
災
害
に
よ
る
介
護
損
害
の
補
て
ん
と
い
う
考
え
方
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
介
護
補
償
給
付
の
創
設
は
、
介
護
施
策
を
大
幅
に
拡
充

す
る
と
と
も
に
、
被
災
労
働
者
の
遺
族
に
対
す
る
給
付
の
改
善
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る）
₃₆
（

。

６　

葬
祭
料

　

労
働
者
が
業
務
上
死
亡
し
た
場
合
、
葬
祭
料
は
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
て
、
労
基
法
で
は
、
使
用
者
が
平
均
賃
金
の
六
〇
日
分
を
支
払
う

が
（
労
基
八
〇
条
）、
労
災
保
険
法
で
は
、
よ
り
実
情
に
即
す
た
め
、
通
常
葬
祭
に
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
金

額
（
給
付
基
礎
日
額
の
三
〇
日
分
に
、三
一
万
五
〇
〇
〇
円
を
加
え
た
額
（
こ
の
額
が
給
付
基
礎
日
額
の
六
〇
日
分
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

給
付
基
礎
日
額
の
六
〇
日
分
）
が
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
七
条
、
労
災
則
一
七
条
）。

７　

二
次
健
康
診
断
等
給
付

　

近
年
、
長
時
間
労
働
等
の
過
重
労
働
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
の
発
症
の
増
加
と
当
該
疾
患
（
疾
病
）
を
め
ぐ
る
紛
争
が
増

六
五
六
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加
し
、
社
会
的
に
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
疾
病
の
予
防
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
二
次
健
康
診
断
等
給
付
は
、
労

働
安
全
衛
生
法
六
六
条
一
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
ま
た
は
当
該
健
康
診
断
に
係
る
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
健
康
診
断
の
う
ち
直
近
の

も
の
（
一
次
健
康
診
断
）
に
お
い
て
、
血
圧
検
査
、
血
液
検
査
そ
の
他
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
及
び
心
臓
疾
患
の
発
生
に
か
か

わ
る
身
体
の
状
態
に
関
す
る
検
査
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
を
受
け
た
労
働
者

が
そ
の
い
ず
れ
の
項
目
に
も
異
常
の
所
見
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
と
き
に
、
当
該
労
働
者
（
当
該
一
次
健
康
診
断
の
結
果
そ
の
他
の
事
情
に

よ
り
既
に
脳
血
管
疾
患
又
は
心
臓
疾
患
の
症
状
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
）
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
（
労
災
二
六
条
一
項
）。

８　

他
の
社
会
保
険
給
付
と
の
調
整

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
医
療
と
年
金
に
つ
い
て
は
、
国
民
皆
保
険
・
国
民
皆
年
金
体
制
に
よ
り
、
す
べ
て
の
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と

等
か
ら
、
同
一
の
事
由
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
、
死
亡
）
に
基
づ
き
給
付
が
な
さ
れ
る
場
合
に
労
災
保
険
の
給
付
と
の
間
で
重
複
（
競
合
）

が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
医
療
保
険
に
関
し
て
、
業
務
上
の
傷
病
に
つ
い
て
は
労
災
保
険
法
、
業
務
外
の
傷
病
に
つ
い
て
は
健
康
保

険
法
等
と
、適
用
法
規
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、一
般
に
競
合
の
問
題
は
生
じ
な
い
（
健
保
一
条
、な
お
国
保
五
六
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、

労
災
保
険
の
療
養
補
償
給
付
、
休
業
補
償
給
付
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
（
健
保
五
五
条
一
項
）
に
、
労
災
保
険
の
介
護
補
償
給
付
に
つ

い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
二
〇
条
）
及
び
健
康
保
険
法
（
五
五
条
二
項
）
に
そ
の
旨
の
調
整
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
問
題
点
と

し
て
、
被
災
者
が
、
労
災
保
険
で
業
務
外
と
認
定
さ
れ
、
他
方
、
健
康
保
険
で
業
務
上
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
給
付
も
受
給

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
立
法
的
解
決
（
健
保
の
適
用
を
認
め
る
等
）
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₃₇
（

。
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員
の
就
業
中
の
負
傷
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
か
ら
の
給
付
が
支
給
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
こ
と
を
契

六
五
七



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
五
巻
三
号�

五
四

労
災
保
険
の
給
付
法
に
関
す
る
一
考
察

機
に
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
被
扶
養
者
の
業
務
上
の
負
傷
に
つ
い
て
、
労
災
保
険
の
給
付
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
は
、
原
則
と
し
て

健
康
保
険
の
給
付
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（﹁
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂
が
平
成
二
五
年
五
月
二
四
日
に
成
立
し
た

こ
と
に
よ
る
）。

　

次
に
、
厚
生
年
金
等
の
年
金
保
険
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
労
災
保
険
の
障
害
補
償
、
遺
族
補
償
が
一
時
金
の
形
で
給
付
さ
れ
る
場
合
に

は
、
厚
生
年
金
の
方
で
調
整
さ
れ
、
す
な
わ
ち
、
厚
生
年
金
法
の
障
害
手
当
金
は
不
支
給
（
厚
年
五
六
条
）、
障
害
厚
生
年
金
・
遺
族
厚
生

年
金
等
は
六
年
間
支
給
が
停
止
さ
れ
る
（
厚
年
五
四
条
一
項
・
六
四
条
）。
他
方
、
労
災
保
険
の
障
害
補
償
、
傷
病
補
償
、
遺
族
補
償
が
年

金
の
形
で
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
労
災
年
金
の
方
で
調
整
さ
れ
、
す
な
わ
ち
、
労
災
保
険
の
年
金
額
に
政
令
で
定
め
ら
れ
た
調
整
率
を
乗

じ
る
こ
と
に
よ
り
、
労
災
年
金
が
減
額
支
給
さ
れ
る
（
労
災
一
五
条
二
項
、
一
八
条
一
項
、
別
表
第
一
（
昭
和
六
三
・
三
・
三
一
基
発
二
〇

三
号
））。
こ
う
し
た
労
災
年
金
の
併
給
調
整
方
式
に
つ
い
て
は
、
労
災
年
金
の
方
で
の
調
整
が
適
当
か
否
か
、
併
給
調
整
後
の
額
が
給
付
水

準
と
し
て
妥
当
か
否
か
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
の
年
金
給
付
を
業
務
外
の
事
故
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

最
も
明
快
に
処
理
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
労
災
年
金
の
水
準
な
い
し
内
容
が
関
係
し
て
く
る
た
め
、
簡
単
に
は
採
用
で
き
な
い
と
の
見

解
が
主
張
さ
れ
て
い
る）
₃₈
（

。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
両
給
付
の
併
給
調
整
の
際
に
、
従
前
所
得
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₃₉
（

。

９　

特
別
支
給
金
制
度
の
位
置
づ
け

　

⑴　

特
別
支
給
金
制
度
の
概
要

　

労
災
保
険
法
で
は
、
前
述
し
た
保
険
給
付
以
外
に
、
被
災
労
働
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
、
被
災
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
の
援
護
、
労
働
者

の
安
全
及
び
衛
生
の
確
保
等
に
よ
り
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
（
一
条
）、
業
務
上
の
事
由
に
よ
る
労
働
者

六
五
八
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五

の
傷
病
等
に
関
し
て
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
二
条
の
二
）
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
復
帰
促
進
等
事
業）
₄₀
（

と
し
て
は
、
被
災
労
働
者
（
被
災
者
）
の
円
滑
な
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
の
事
業
（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
等
）、
被
災

者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
す
る
援
護
（
特
別
支
給
金
、
労
災
就
学
援
護
費
等
）、
賃
金
の
支
払
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業
（
未
払
賃
金

の
立
替
払
事
業
）
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
二
九
条
）。
そ
の
う
ち
、
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
は
、
給
付
水
準
の
改
善
を
図
る
た
め
に
、
一

九
七
四
年
の
法
改
正
に
よ
り
制
度
化
さ
れ
た）
₄₁
（

。
そ
の
詳
細
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在

で
は
次
の
九
種
類
、
す
な
わ
ち
、
休
業
特
別
支
給
金
、
障
害
特
別
支
給
金
、
遺
族
特
別
支
給
金
、
傷
病
特
別
支
給
金
、
障
害
特
別
年
金
、
障

害
特
別
一
時
金
、
遺
族
特
別
年
金
、
遺
族
特
別
一
時
金
、
障
害
特
別
年
金
が
存
在
す
る
（
規
則
二
条
。
前
四
者
は
﹁
特
別
支
給
一
時
金
﹂、

後
五
者
は
、
ボ
ー
ナ
ス
等
の
特
別
給
与
を
算
定
の
基
礎
と
す
る
﹁
ボ
ー
ナ
ス
特
別
支
給
金
﹂（
労
災
保
険
の
給
付
基
礎
日
額
に
は
賞
与
が
含

ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
労
働
者
の
稼
得
能
力
を
よ
り
適
切
に
給
付
に
反
映
す
る
た
め
に
、
一
九
七
七
年
に
導
入
さ
れ
た
）
と
呼
ば
れ
る
）。

　

⑵　

特
別
支
給
金
の
法
的
性
格

　

問
題
と
な
る
の
は
、
特
別
支
給
金
の
法
的
性
格
で
あ
る
。
行
政
解
釈
と
し
て
は
、
労
働
省
の
制
度
創
設
時
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
特
別
支
給

金
は
、
災
害
補
償
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
休
業
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
は
療
養
生
活
援
護
金
、
障
害
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
は
治
ゆ
後
へ
の

生
活
転
換
援
護
金
、
遺
族
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
は
遺
族
見
舞
金
の
色
彩
を
も
つ
も
の
で
あ
る
一
方
、
そ
の
支
給
事
由
、
支
給
額
等
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
保
険
給
付
と
直
接
関
連
し
、
密
接
不
可
分
な
加
給
的
関
係
に
あ
り
、
現
実
的
機
能
と
し
て
は
、
各
保
険
給
付
と
相
ま
っ
て

こ
れ
を
補
う
所
得
効
果
を
も
つ
も
の
、
と
す
る
（
昭
五
〇
・
一
・
四
基
発
第
二
号
、
昭
五
五
・
一
二
・
五
基
発
第
六
七
三
号）
₄₂
（

）。

　

最
高
裁
（
コ
ッ
ク
食
品
事
件
・
最
二
小
判
平
成
八
・
二
・
二
三
民
集
五
〇
巻
二
号
二
四
九
頁
）
は
、
特
別
支
給
金
を
被
災
労
働
者
の
損
害

額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
労
災
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、﹁
特
別
支
給
金
の
支
給
は
、
労
働
福
祉
事
業
の
一
環
と
し
て
、

六
五
九
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被
災
労
働
者
の
療
養
生
活
の
援
護
等
に
よ
り
そ
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と
、﹁
使
用
者
又
は
第
三
者
の

損
害
賠
償
義
務
の
履
行
と
特
別
支
給
金
の
支
給
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
保
険
給
付
の
場
合
に
お
け
る
前
記
各
規
定
（
労
基
法
八
四
条
二
項
、

労
災
法
六
四
条
・
一
二
条
の
四
）
と
同
趣
旨
の
定
め
﹂
が
な
い
こ
と
、﹁
こ
の
よ
う
な
保
険
給
付
と
特
別
支
給
金
と
の
差
異
を
考
慮
す
る
と
、

特
別
支
給
金
が
被
災
労
働
者
の
損
害
を
填
補
す
る
性
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
﹂
な
い
こ
と
を
理
由
に
、﹁
被
災
労
働
者
が
労
災
保

険
か
ら
受
領
し
た
特
別
支
給
金
を
そ
の
損
害
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
控
除
否
定
説
の
立
場
に

立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
学
説
で
は
、
控
除
否
定
説
も
あ
る
が
、
控
除
肯
定
説
が
有
力
で
あ
る）
₄₃
（

。
控
除
否
定
説
が
挙
げ
る
理
由
は
、

特
別
支
給
金
は
、
労
働
福
祉
事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
損
害
の
て
ん
補
を
目
的
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
被
災
労
働
者

等
に
対
す
る
生
活
援
護
金
、
遺
族
見
舞
金
的
側
面
が
強
い
こ
と
、
ま
た
、
代
位
（
労
災
法
一
二
条
の
四
）
や
年
金
給
付
と
使
用
者
の
損
害
賠

償
債
務
の
履
行
と
の
調
整
（
労
災
法
六
四
条
）
の
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
損
害
て
ん
補
の
性
質
を
有
す
る
も

の
と
は
解
さ
れ
な
い
こ
と
等
で
あ
る）
₄₄
（

。
一
方
、
控
除
肯
定
説
が
挙
げ
る
理
由
は
、
特
別
支
給
金
は
、
そ
の
支
給
事
由
・
額
・
方
法
に
お
い
て
、

保
険
給
付
と
直
接
的
に
関
連
し
、
こ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
定
型
的
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
険
給
付
と
の
同
一
性
、
類
似
性
が
強

い
こ
と
、
機
能
的
に
み
て
も
、
保
険
給
付
と
相
ま
っ
て
こ
れ
を
補
う
所
得
的
効
果
を
有
し
、
保
険
給
付
の
給
付
率
を
引
き
上
げ
た
の
と
同
じ

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
事
業
主
の
支
払
う
労
災
保
険
料
を
財
源
と
す
る
点
で
保
険
給
付
と
同
一
で
あ
る
こ
と
、
特
別
支
給
金
を
控
除

し
な
い
の
は
、
事
業
主
に
と
っ
て
二
重
払
い
の
不
利
益
に
な
り
、
被
災
労
働
者
に
は
損
害
の
二
重
て
ん
補
と
な
り
、
不
合
理
で
あ
る
こ
と
、

特
別
支
給
金
が
生
活
援
護
金
、
遺
族
見
舞
金
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
控
除
を
否
定
す
る
こ
と
も
、
裁
判
例
上
、
見
舞
金
等
も

そ
の
実
質
的
機
能
・
役
割
を
検
討
し
た
上
で
損
益
相
殺
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
控
除
否
定
の
積
極
的
理
由
と
は
な
ら
な
い
こ
と
等
で

あ
る）
₄₅
（

。

　

思
う
に
、
特
別
支
給
金
は
、
労
災
保
険
制
度
の
趣
旨
目
的
の
側
面
か
ら
は
、
労
働
福
祉
事
業
（
現
在
は
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
）
の
一
環

六
六
〇
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と
し
て
、
被
災
者
等
の
生
活
援
護
等
の
目
的
を
有
す
る
給
付
と
位
置
付
け
ら
れ
る
一
方
で
、
機
能
的
側
面
か
ら
は
、
保
険
給
付
の
補
完
的
要

素
、
す
な
わ
ち
被
災
者
等
に
対
す
る
損
害
て
ん
補
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る）
₄₆
（

。
し
た
が
っ
て
、
控
除
否

定
説
と
控
除
肯
定
説
の
対
立
は
、
い
ず
れ
の
側
面
に
重
点
を
置
く
か
に
係
る
立
場
・
見
解
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が）
₄₇
（

、
私
見
で

は
、
特
別
支
給
金
は
、
保
険
給
付
の
充
実
化
を
図
る
た
め
に
、
労
災
保
険
制
度
上
に
創
設
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
鑑
み
る
と
、

機
能
面
を
重
視
し
て
、
本
来
は
控
除
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
労
災
保
険
制
度
を
給
付
の
機
能
面
に
着

目
し
て
再
編
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う）
₄₈
（

。

四　

災
害
補
償
と
労
災
保
険
給
付

１　

補
償
内
容
の
検
討

　

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
労
災
保
険
給
付
に
関
し
て
は
、
業
務
上
外
認
定
に
関
わ
る
行
政
訴
訟
が
増
加
し
て
お
り
、
直
接
補
償
内
容
が
問
題
と

な
る
よ
う
な
裁
判
例
は
非
常
に
少
な
い
。
補
償
内
容
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
の
災
害
補
償
の
内
容
と
比
較
す
る
と
、
明
ら
か
に
、
労
災
保
険

給
付
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
水
準
（
労
災
保
険
の
給
付
水
準
を
規
定
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
二
一
号
条
約
（
一
九
七
四
年
批
准
）
は
﹁
そ
の
給
付
が
被

災
労
働
者
・
そ
の
遺
族
の
適
切
な
生
活
を
可
能
に
す
る
水
準
と
い
う
形
で
設
定
さ
れ
て
い
る
﹂）
に
見
合
う
よ
う
、
法
改
正
が
重
ね
ら
れ
て

き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
現
行
制
度
の
法
的
性
格
（
機
能
）
に
つ
い
て
は
、
損
害
填
補
的
性
格
（
機
能
）
と
生
活
保
障
的
性
格
（
機
能
）

の
ど
ち
ら
に
重
点
を
お
い
て
い
る
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
各
給
付
を
分
析
す
る
と
、
被
災
者
だ
け
で
な
く
扶
養
家
族
の
生
活
の
確
保
を
考

慮
し
て
い
る
こ
と
、
特
別
支
給
金
の
支
給
等
、
生
活
保
障
的
性
格
（
機
能
）
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
労
災
補
償
制

度
は
、
損
害
填
補
的
性
格
（
機
能
）
と
生
活
保
障
的
性
格
（
機
能
）
を
併
せ
持
つ
と
は
い
え
、
労
基
法
の
災
害
補
償
と
労
災
保
険
法
は
現
行

六
六
一
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法
で
は
関
連
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
使
用
者
責
任
（
労
災
保
険
の
場
合
は
、
使
用
者
の
集
団
的
責
任
）
と
し
て
、

使
用
者
の
保
険
料
負
担
（
労
働
経
済
学
か
ら
の
反
論
は
存
在
す
る
が
）
を
行
う
現
行
法
か
ら
は
、
損
害
填
補
的
な
性
格
（
機
能
）
が
重
視
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
も
っ
と
も
、
諸
外
国
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
損
害
賠
償
制
度
を
原
則
廃
止
し
、
例
外
的
に
は

認
め
な
い
法
制
度
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
等
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
）。

２　

労
基
法
の
災
害
補
償
と
労
災
保
険
法
と
の
関
係
に
つ
い
て

　

既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、わ
が
国
に
お
け
る
労
災
補
償
制
度
は
、労
働
基
準
法
（
労
基
法
）
の
災
害
補
償
と
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
労

災
保
険
法
）
の
二
つ
の
法
制
度
か
ら
な
る）
₄₉
（

。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
八
四
条
一
項
に
お
い
て
、
労
基
法
に
規
定
す
る
災
害
補
償

の
事
由
に
つ
い
て
、
労
災
保
険
法
に
基
づ
い
て
労
基
法
の
災
害
補
償
に
相
当
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

使
用
者
は
、
補
償
の
責
を
免
れ
る
と
定
め
、
他
方
、
労
災
保
険
法
十
二
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
、
労
災
保
険
の
保
険
給
付
（
傷
病
補
償
年

金
及
び
介
護
補
償
給
付
を
除
く
）
は
、
労
基
法
七
五
条
か
ら
七
七
条
、
七
九
条
及
び
八
〇
条
に
規
定
す
る
災
害
補
償
の
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
、
被
災
労
働
者
・
遺
族
・
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
行
う
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
労
災
保
険
法
一
九
条
に
お
い

て
、﹁
業
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
労
働
者
が
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始
後
三
年
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て

傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
又
は
同
日
後
に
お
い
て
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
労
働
基
準
法
第
一
九
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
使
用
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
三
年
を
経
過
し
た
日
又
は
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
日
に
お
い
て
、
同
法
第
八
一
条
の
規
定
に
よ
り
打
切
補
償
を
支
払
っ
た
も
の
と
み
な
す
﹂
と
定
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
沿
革
的
に
は
、
労
災
保
険
法
は
、
労
基
法
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
労
基
法
の
災
害
補
償
に
係
る
使
用
者
の
責
任
保
険
的

機
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り）
₅₀
（

、
ま
た
労
災
保
険
法
は
、
個
人
経
営
で
ご
く
小
規
模
の
農
林
・
畜
産
・
水
産
の
事
業
（
暫
定
任
意
適
用

六
六
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事
業
）
を
除
き
、
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
全
て
に
強
制
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
、
被
災
労
働
者
等
へ
の
補
償
に
つ
い
て
は
労

災
保
険
法
に
基
づ
く
保
険
給
付
が
中
心
で
あ
り
、
労
基
法
に
基
づ
く
補
償
（
休
業
補
償
）
は
、
療
養
の
た
め
の
休
業
開
始
三
日
間
の
み
行
わ

れ
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
最
近
、
労
災
保
険
給
付
の
受
給
労
働
者
に
労
基
法
八
一
条
の
打
切
補
償
を
支
払
っ
て
行
っ
た
解
雇
が
、
労
基
法
一
九
条
一
項
に
違

反
し
無
効
と
す
る
裁
判
例
が
現
れ
た
。
私
傷
病
（
頸
肩
腕
症
候
群
）
に
よ
り
休
職
期
間
満
了
後
、
退
職
し
た
被
災
者
が
、
労
災
保
険
給
付
請

求
を
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
私
傷
病
が
業
務
上
の
疾
病
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
た
め
、
い
っ
た
ん
復
職
し
た
が
、
再
び
休
職
（
業
務
上
の
休
職
）

し
、
業
務
上
休
職
期
間
が
三
年
以
上
経
過
し
た
と
し
て
、
打
切
補
償
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
（
Ｓ
大
学
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二

四
・
九
・
二
八
労
経
速
二
一
六
三
号
三
頁
）。
本
件
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
労
災
保
険
の
療
養
補
償
給
付
を
受
給
し
て
い
る
労
働
者
に
対
し
て
、

労
基
法
八
一
条
の
打
切
補
償
を
行
え
る
か
、
さ
ら
に
は
、
打
切
補
償
を
行
っ
て
な
し
た
解
雇
が
有
効
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

裁
判
所
は
、﹁
労
災
保
険
の
給
付
体
系
は
、
労
基
法
の
補
償
体
系
と
は
独
自
に
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
、
発
展
を
遂
げ
た
制
度
で

あ
っ
て
、
労
基
法
に
よ
る
災
害
補
償
制
度
か
ら
直
接
に
は
派
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
両
制
度
は
、
使
用
者
の
補
償
責
任
の
法
理
を
共
通
の

基
盤
と
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
、
並
行
し
て
機
能
す
る
独
立
の
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当）
₅₁
（

で
あ
っ
て
、
両
制
度
が
そ
の
基
礎
と
す

る
法
律
関
係
原
理
（
補
償
責
任
の
法
理
）
を
一
に
し
て
お
り
、
か
つ
相
互
に
法
的
関
連
性
を
う
か
が
わ
せ
る
規
定
（
労
災
保
険
法
一
二
条
の

八
第
二
項
、
労
基
法
八
四
条
一
項
等
）
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
﹁
労
災
保
険
給
付
を
受
け
て
い
る
労
働
者
﹂

と
﹁
労
基
法
上
の
災
害
補
償
を
受
け
て
い
る
労
働
者
﹂
を
軽
々
同
一
視
し
、そ
の
法
的
取
扱
い
を
等
し
い
と
す
る
必
然
性
は
な
い
﹂
と
し
て
、

傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
な
い
労
災
保
険
（
療
養
補
償
給
付
）
の
受
給
者
に
対
す
る
打
切
補
償
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
本
判
決
は
、
打
切
補
償
は
補
償
の
長
期
化
に
よ
る
使
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
労
災
保
険
法
の
場
合
に

使
用
者
は
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
補
償
の
長
期
化
に
よ
る
負
担
の
軽
減
を
考
慮
す
る
必
要
性
は
な
い
と
述

六
六
三
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べ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
は
、﹁
個
別
責
任
と
し
て
の
補
償
義
務
の
履
行
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
な
い
現
行
法
の
も
と
で
、
労
災
保
険
の
給

付
の
受
給
労
働
者
は
打
切
補
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
判
旨
の
立
場
は
、
保
険
加
入
を
強
制
さ
れ
た
使
用
者
か
ら
保
険
利
益
を
奪
う
に

等
し
い
も
の
で
、
と
う
て
い
賛
同
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
判
決
は
労
災
保
険
法
に
は
打
切
補
償
の
明
文
の
規
定
が
な
い
と
い
う
が
、
そ
れ

は
、
労
基
法
と
労
災
保
険
の
関
係
上
、
労
基
法
の
打
切
補
償
の
規
定
が
当
然
労
災
保
険
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
て
の
こ
と
と
い
え
る
。﹂

と
し
て
批
判
す
る
も
の
が
あ
る）
₅₂
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
本
判
決
の
結
論
に
賛
成
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、
労

災
保
険
法
に
お
い
て
、
打
切
補
償
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
の
は
傷
病
補
償
年
金
に
つ
い
て
で
あ
り
、
補
償
に
加
え
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
早
期
の
職
場
復
帰
の
促
進
）
を
規
定
す
る
労
災
保
険
法
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
傷
病
補
償
年
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
軽
度
の
被
災
者
に
つ

い
て
は
、
療
養
補
償
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
職
場
復
帰
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
本
件
の
長
期
に
わ

た
る
欠
勤
・
休
職
状
況
が
よ
く
分
か
ら
な
い
点
に
疑
問
が
残
る
）。
し
か
し
、
前
述
し
た
が
、
た
と
え
ば
う
つ
病
の
よ
う
な
治
癒
が
明
ら
か

で
な
い
疾
病
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
過
労
と
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
業
務
上
の
疾
病
を
理
由
と
し
て
自
宅
療
養
に
入
っ
て
い
た
被
災
者
に
対
し
て
、
使
用
者
は
、
診
断
書
の

提
出
を
求
め
ず
、
労
災
保
険
を
用
い
る
こ
と
な
く
業
務
上
の
疾
病
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
合
意
し
、
就
業
規
則
に
基
づ
き
休
業
補
償
と
し

て
賃
金
の
六
割
を
支
払
い
続
け
、
三
年
が
経
過
し
た
こ
と
か
ら
、
労
基
法
八
一
条
に
基
づ
く
打
切
補
償
を
行
う
と
と
も
に
、
就
業
規
則
の
改

定
に
よ
り
新
設
し
た
解
雇
理
由
に
関
す
る
規
定
（
三
一
条
一
項
四
号
﹁
業
務
上
の
負
傷
ま
た
は
疾
病
に
よ
る
療
養
の
開
始
後
三
年
を
経
過
し

て
も
当
該
負
傷
ま
た
は
疾
病
が
治
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
従
業
員
が
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
と
き
又
は
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
（
打
切
補
償
を
支
払
っ
た
と
き
を
含
む
）﹂）
に
基
づ
き
解
雇
し
た
事
案
が
あ
る
（
ア
ー
ル
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
ア
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
事
件
・

東
京
高
判
平
成
二
二
・
九
・
一
六
判
タ
一
三
四
七
号
一
五
三
頁
）。
裁
判
所
は
、
労
基
法
八
一
条
、
一
九
条
、
就
業
規
則
三
一
条
一
項
四
号

六
六
四
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の
規
定
を
解
釈
し
て
、﹁
打
切
補
償
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
雇
用
者
側
が
労
働
者
を
打
切
補
償
に
よ
り
解
雇
す
る
こ
と
を
意
図
し
、

業
務
上
の
疾
病
の
回
復
の
た
め
の
配
慮
を
全
く
欠
い
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
打
切
補
償
制
度
の
濫
用
と
も
い
う
べ
き
特
段
の
事
情
が
認
め

ら
れ
な
い
限
り
は
、
解
雇
は
合
理
的
理
由
が
あ
り
社
会
通
念
上
も
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
、
本
件
解
雇
を
有
効
と
し
て
い
る
。
本
件
で

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
労
災
保
険
を
合
意
に
よ
り
適
用
し
て
い
な
い
こ
と
、
診
断
書
の
提
出
を
求
め
ず
に
業
務
上
の
疾
病
で
あ
る
と
使
用
者

が
判
断
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
杜
撰
な
対
応
（
人
事
管
理
）
だ
と
指
摘
で
き
る
が
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
労
災
保
険
法
は

個
人
経
営
で
ご
く
小
規
模
の
農
林
・
畜
産
・
水
産
の
事
業
（
暫
定
任
意
適
用
事
業
）
を
除
く
す
べ
て
の
事
業
に
強
制
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
本
件
は
暫
定
任
意
適
用
事
業
で
は
な
い
た
め
、
当
該
合
意
は
違
法
か
つ
無
効
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
、
業
務
上
の
疾

病
か
否
か
は
、
被
災
労
働
者
又
は
遺
族
が
労
働
基
準
監
督
署
長
に
保
険
給
付
の
申
請
を
な
す
こ
と
に
よ
り
、
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
り
、

使
用
者
が
任
意
に
行
う
法
定
外
補
償
と
し
て
な
ら
と
も
か
く
、
法
定
の
業
務
上
の
疾
病
と
し
て
取
り
扱
う
に
は
、
診
断
書
を
求
め
る
等
、
よ

り
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

給
付
内
容
の
充
実
化
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
水
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
、
業
務
災
害
の
使
用
者
の
集
団
的
責
任
（﹁
業
務
に
内
在
す
る
危
険

の
現
実
化
﹂、
危
険
責
任
）
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
図
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
在
、
労
災
保
険
の
給
付
内
容
（
水
準
）

が
一
般
の
社
会
保
険
給
付
よ
り
も
有
利
で
あ
る
の
は
、
第
一
次
的
に
は
、
条
約
を
国
内
法
化
し
た
、
制
定
法
た
る
労
災
保
険
法
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
第
二
次
的
に
は
、
業
務
災
害
の
集
団
的
な
使
用
者
責
任
に
も
と
づ
く
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
一
般
的

に
、
労
災
保
険
の
使
用
者
責
任
と
い
え
ば
、
使
用
者
（
事
業
主
）
が
保
険
料
を
全
額
負
担
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
給
付
内
容
の

六
六
五
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充
実
化
（
年
金
化
等
）
も
使
用
者
の
（
集
団
的
な
）
責
任
に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
き
た
点
を
評
価
で
き
る
。

　

一
方
で
、
労
災
保
険
法
は
、
業
務
災
害
（
通
勤
災
害
）
に
対
す
る
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
を
目
的
と
し
て
、
事
後
的
救
済
に
対
す
る
保
険

給
付
の
み
な
ら
ず
、
予
防
的
な
給
付
（
二
次
健
康
診
断
等
給
付
）、
被
災
労
働
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
、
被
災
労
働
者
な
い
し
そ
の
遺
族
の

援
護
、
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
よ
う
、
総
合
的
な
社
会
保
険
へ
と
発

展
し
て
き
て
い
る
が
（
一
条
）、
そ
の
法
的
性
格
は
、
単
な
る
労
働
者
の
生
活
保
障
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
使
用
者
の
集
団
的
な

責
任
に
よ
る
損
害
填
補
の
役
割
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
一
定
の
生
活
保
障
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
労
災
保
険
給
付
の
内
容
の
充
実
化
に
よ
り
、
労
基
法
の
災
害
補
償
と
労
災
保
険
法
の
保
険
給
付
の
か
い
離
が
広
が
っ
て
い
る

た
め
、
給
付
内
容
に
つ
い
て
は
、
労
災
保
険
に
統
一
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

（
1
）　

業
務
上
災
害
の
場
合
に
は
、
労
働
協
約
な
い
し
就
業
規
則
に
お
い
て
、
法
定
の
労
災
補
償
に
加
え
て
一
定
の
補
償
を
上
積
み
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
菅
野

和
夫
﹃
労
働
法　

第
一
〇
版
﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
四
七
七

－

四
七
八
頁
、
安
枝
英
訷
・
西
村
健
一
郎
﹃
労
働
基
準
法
﹄（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
三
七
三

－

三
七

四
頁
等
参
照
）。

（
2
）　N

. J. W
ikeley &

 A
. I. O

gus, T
he L

aw
 of Social Security

（5th ed. 2002

） 711.

（
3
）　

岩
村
正
彦
﹁
労
災
保
険
﹂
荒
木
尚
志
ほ
か
編
﹃
雇
用
社
会
の
法
と
経
済
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
二
四
〇

－

二
四
一
頁
、
中
嶋
士
元
也
﹁
労
働
災
害
⑴

－

実
態
と
補
償

の
仕
組
み
﹂
中
嶋
士
元
也
ほ
か
﹃
法
シ
ス
テ
ム
Ⅰ

－

生
命
・
医
療
・
安
全
衛
生
と
法

－

﹄（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
七

－

一
〇
八
頁
。R

 L
ew

is, 

E
m

p
loyers’ L

iability an
d

 W
orkers’ C

om
p

en
sation

: E
n

glan
d

 an
d

 W
ales, in

 : K
 O

lip
h

an
t, G

 W
agn

er 

（ed
s

）, E
m

p
loyers’ L

iability an
d

 W
orkers’ 

C
om

pensation （D
e G

ruyter, 2012

） 140-141; K
 O

liphant, T
he C

hanging L
andscape of W

ork Injury C
laim

s: C
hallenges for E

m
ployers’ L

iability and 

W
orkers’ C

om
pensation, in : K

 O
liphant, G

 W
agner （eds

）, E
m

ployers’ L
iability and W

orkers’ C
om

pensation （D
e G

ruyter, 2012

） 553.

（
4
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
﹃
七
訂
新
版　

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
﹄（
労
務
行
政
、
二
〇
〇
八
年
）
二
八
頁
、
労
務
行
政
研
究
所
編
﹃
労
災

保
険　

業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害　

認
定
の
理
論
と
実
際　

上
巻
﹄（
労
務
行
政
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）
三
三
頁
。

六
六
六
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（
5
）　

健
康
保
険
法
は
、
業
務
上
外
を
問
わ
ず
労
働
者
の
負
傷
、
疾
病
、
死
亡
等
を
保
険
事
故
と
し
て
い
た
。

（
6
）　

同
法
は
、﹁
当
初
は
、
工
場
法
、
鉱
業
法
及
び
労
働
者
災
害
扶
助
法
に
よ
る
扶
助
責
任
を
す
べ
て
保
険
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
を
対
象

と
す
る
に
止
ま
っ
た
﹂（
村
上
茂
利
﹃
労
災
補
償
の
基
本
問
題
﹄（
日
刊
労
働
通
信
社
、
一
九
六
〇
年
）
八
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
土
木
建
築
業
等
の
屋
外
労
働
者
に

対
象
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
労
務
行
政
研
究
所
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
六
一
頁
）。

（
7
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
三
二
頁
、
労
務
行
政
研
究
所
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
七
二
頁
参
照
。

（
8
）　

労
災
保
険
法
一
四
条
に
規
定
さ
れ
る
休
業
補
償
給
付
は
、
療
養
に
よ
り
労
働
で
き
ず
賃
金
が
得
ら
れ
な
い
日
の
第
四
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
休

業
の
初
日
か
ら
第
三
日
目
ま
で
は
労
基
法
七
六
条
の
休
業
補
償
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
9
）　

た
と
え
ば
、
傷
病
に
関
し
て
、
業
務
上
の
傷
病
の
場
合
に
は
、
労
災
保
険
法
に
基
づ
き
、
療
養
の
た
め
﹁
治
癒
﹂
す
る
ま
で
療
養
補
償
給
付
が
支
給
さ
れ
、
所
得
喪
失
へ
の

対
応
と
し
て
、
休
業
補
償
給
付
（
給
付
基
礎
日
額
（
労
基
法
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
額
）
の
六
〇
％
）
に
加
え
て
、
休
業
特
別
支
給
金
（
給
付
基
礎
日
額
の
二
〇
％
）
が
支

給
さ
れ
る
（
休
業
の
最
初
の
三
日
間
は
待
期
期
間
で
あ
る
た
め
、
労
基
法
の
休
業
補
償
の
対
象
と
な
る
）。
な
お
、
療
養
開
始
一
年
六
カ
月
経
過
後
も
治
ら
ず
、
一
定
の
障
害

の
状
態
（
傷
病
等
級
第
一
級

－

第
三
級
（
労
災
保
険
法
施
行
規
則
別
表
第
二
））
に
あ
る
場
合
、
傷
病
補
償
年
金
（
第
一
級
（
給
付
基
礎
日
額
の
三
一
三
日
分
）、
第
二
級
（
同

二
七
七
日
分
）、第
三
級
（
同
二
四
五
日
分
））
に
加
え
て
、傷
病
特
別
支
給
金
（
第
一
級
一
一
四
万
円
、第
二
級
一
〇
七
万
円
、第
三
級
一
〇
〇
万
円
）
及
び
傷
病
特
別
年
金
（
給

付
基
礎
日
額
の
三
一
三
日
分
（
第
一
級
）

－
二
四
五
日
分
（
第
三
級
）
ま
で
の
年
金
）
が
支
給
さ
れ
る
。

　
　
　

他
方
、
業
務
外
の
傷
病
の
場
合
、
健
康
保
険
法
に
基
づ
き
、
療
養
の
た
め
、
療
養
の
給
付
（
七
割
）
が
支
給
さ
れ
（
自
己
負
担
は
三
割
）、
所
得
喪
失
へ
の
対
応
と
し
て
、

傷
病
手
当
金
（
療
養
開
始
後
四
日
目
か
ら
、
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
に
つ
き
、
一
年
六
カ
月
ま
で
、
標
準
報
酬
日
額
の
三
分
の
二
が
支
給
さ
れ
る
）
が
あ
る
（
最

近
の
文
献
と
し
て
、近
藤
昭
雄
﹁
労
災
保
険
の
社
会
保
障
化
と
適
用
関
係

－

﹁
労
働
者
﹂
概
念
論
議
に
即
し
て

－

﹂
山
田
省
三
・
石
井
保
雄
編
﹃
労
働
者
人
格
権
の
研
究　

下
巻
﹄

（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
三

－

三
九
六
頁
を
参
照
）。

（
10
）　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
八
二
年
以
降
、
労
災
保
険
給
付
は
一
般
の
社
会
保
障
給
付
へ
の
統
合
化
が
進
め
ら
れ
た
た
め
、
現
在
、
労
災
保
険
給
付
と
し
て
は
、
業
務
上
障
害
給

付
（industrial injuries disablem

ent benefit

）
及
び
常
時
付
添
手
当
（constant attendance allow

ance

）
と
特
別
重
度
障
害
手
当
（exceptionally severe 

disablem
ent allow

ance

）
の
二
つ
の
手
当
の
み
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
、イ
ギ
リ
ス
政
府
（
年
金
雇
用
省
（
Ｄ
Ｗ
Ｐ
））
は
、業
務
上
障
害
給
付
制
度
（industrial 

injuries disablem
ent schem

e

）
に
つ
い
て
、
労
働
関
連
傷
病
（w

ork-related accidents and illness

）
の
予
防
、
就
労
復
帰
の
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
含
め

た
統
合
的
な
新
制
度
が
必
要
か
否
か
等
を
諸
外
国
の
制
度
と
の
比
較
で
関
係
当
事
者
に
諮
問
し
、
検
討
を
行
っ
て
い
る
（Industrial Injuries D

isablem
ent B

enefit 

S
ch

em
e: a D

W
P

 C
on

su
ltation

 P
ap

er

（Jan
u

ary 2007

）; D
avid

 W
alters,’an

 In
tern

ation
al C

om
p

arison
 of O

ccu
p

ation
al D

isease an
d

 In
ju

ry 
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労
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険
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法
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す
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察

C
om

pensation Schem
es’

（IIA
C

, M
arch 2007

）; Industrial Injuries D
isablem

ent B
enefit Schem

e: D
W

P
 C

onsultation R
eport

（June 2007

））。
オ
ラ
ン
ダ
、

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
を
含
む
一
二
カ
国
の
労
災
補
償
制
度
に
つ
い
て
は
、K

 O
liphant, G

 W
agner 

（eds

）, E
m

ployers’ L
iability and W

orkers’ 

C
om

pensation （D
e G

ruyter, 2012

）
を
参
照
し
た
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、R

 L
ew

is, supra note 3, at 137-202

、
一
二
カ
国
の
労
災
補
償
制
度
の
全
体
の

分
析
に
つ
い
て
は
、K

 O
liphant, supra note 3, at 523-524 

も
参
照
し
た
。

（
11
）　

本
章
は
、
個
々
に
引
用
す
る
場
合
を
除
き
、
主
と
し
て
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
本
多
淳
亮
・
片
岡
曻
編
﹃
労
働
災
害
補
償
法
論
﹄（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
五
年
）、
労
働

省
労
働
基
準
局
編
﹃
今
後
の
労
災
補
償
法
制
の
あ
り
方

－

労
働
基
準
法
研
究
会
（
災
害
補
償
関
係
）
の
中
間
的
な
研
究
内
容
に
つ
い
て
﹄（
財
団
法
人
労
災
保
険
情
報
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
八
年
）、
日
本
労
働
法
学
会
編
﹃
労
災
補
償
法
の
理
論
的
課
題
﹄（
日
本
労
働
法
学
会
、
一
九
九
〇
年
）、
労
災
補
償
制
度
問
題
研
究
会
編
﹃
労
災
が
あ
ぶ
な
い

－

私
た

ち
の
提
言
﹄（
東
研
出
版
、
一
九
九
〇
年
）、
保
原
喜
志
夫
他
編
﹃
労
災
保
険
・
安
全
衛
生
の
す
べ
て
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）、
西
村
健
一
郎
﹃
社
会
保
障
法　

追
補
﹄（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
、
井
上
浩
﹃
改
訂
一
〇
版　

労
災
補
償
法
詳
説
﹄（
経
営
書
院
、
二
〇
一

〇
年
）。

（
12
）　

労
災
補
償
に
関
す
る
文
献
研
究
と
し
て
、
保
原
喜
志
夫
﹁
労
災
補
償
の
法
理
論
﹂
労
働
法
文
献
研
究
会
編
﹃
文
献
研
究
労
働
法
学
﹄（
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
七
八
年
）、

小
畑
史
子
﹁
文
献
研
究
（
15
）
労
災
補
償
﹂
季
刊
労
働
法
一
七
七
号
（
一
九
九
五
年
）
一
一
九
頁
以
下
。

（
13
）　

高
藤
昭
﹁
労
災
保
険
に
お
け
る
社
会
保
障
原
理―
個
別
的
使
用
者
責
任
に
お
け
る
原
理
と
の
対
比
に
お
い
て―

﹂
社
会
労
働
研
究
第
一
七
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
七
一
年
）

一
頁
、同
﹁
労
災
保
険
の
社
会
保
障
化
上
の
基
本
的
問
題
﹂
社
会
労
働
研
究
第
二
〇
巻
第
一
号
（
一
九
七
四
年
）
一
二
一
頁
、同
﹁
労
災
補
償
の
社
会
保
障
化
﹂
恒
藤
武
二
編
﹃
論

争
労
働
法
﹄（
世
界
思
想
社
、
一
九
七
八
年
）
二
九
四
頁
等
。
な
お
、
労
災
保
険
の
社
会
保
障
化
（
社
会
保
険
化
）
は
、
荒
木
誠
之
教
授
に
よ
っ
て
既
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
（
荒

木
誠
之
﹁
労
災
補
償
の
生
活
保
障
理
論
﹂
日
本
労
働
法
学
会
誌
一
九
号
（
一
九
六
二
年
）、
同
﹁
労
災
補
償
と
社
会
保
障
﹂
民
商
法
雑
誌
五
四
巻
二
号
（
一
九
六
六
年
）
一
三

九
頁
。
上
記
二
本
の
論
文
は
、荒
木
誠
之
﹃
労
災
補
償
法
の
研
究　

法
理
と
制
度
の
展
開
﹄（
総
合
労
働
研
究
所
、一
九
八
一
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
）。
荒
木
説
に
つ
い
て
は
、

労
災
保
険
は
社
会
保
障
的
側
面
を
有
す
る
が
、
労
働
法
上
の
制
度
と
し
て
社
会
保
障
の
な
か
に
お
け
る
そ
の
相
対
的
独
自
性
を
維
持
す
る
と
の
見
解
（
生
活
保
障
説
）
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
高
藤
説
は
、
労
災
保
険
は
社
会
保
障
制
度
の
な
か
に
発
展
的
に
吸
収
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（
社
会
保
障
化
説
）
で
あ
る
。
他
の
学
説
と
し
て
、
労
災
保
険
は
労

基
法
上
の
災
害
補
償
の
責
任
保
険
と
国
に
よ
る
社
会
保
障
と
し
て
の
特
質
を
重
畳
的
に
有
す
る
と
す
る
見
解
（
重
畳
領
域
説
）
が
あ
る
（
桑
原
昌
弘
﹁
労
災
補
償
論
﹂
沼
田
還

暦
記
念
﹃
労
働
法
の
基
本
問
題　

下
巻
﹄（
一
九
七
四
年
）
五
二
八
頁
）。
な
お
、荒
木
説
に
関
し
て
は
、西
村
健
一
郎
﹁
労
災
保
険
の
発
展
と
労
災
補
償
に
つ
い
て
の
荒
木
理
論
﹂

良
永
彌
太
郎
・
柳
澤
旭
編
﹃
労
働
関
係
と
社
会
保
障
法
﹄（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
五
頁
参
照
。

六
六
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（
14
）　

西
村
健
一
郎
﹁
労
災
保
険
の
﹃
社
会
保
障
化
﹄
と
労
災
補
償
・
民
事
責
任
﹂
日
本
労
働
法
学
会
誌
四
〇
号
（
一
九
七
二
年
）
四
三
頁
、
同
﹁
労
災
補
償
の
社
会
保
障
化
﹂
恒

藤
武
二
編
﹃
論
争
労
働
法
﹄（
世
界
思
想
社
、
一
九
七
八
年
）
三
一
一
頁
。

（
15
）　

岩
村
正
彦
﹁
労
災
保
険
政
策
の
課
題
﹂
日
本
労
働
法
学
会
編
﹃
講
座
二
一
世
紀
労
働
法
第
七
巻　

健
康
・
安
全
と
家
庭
生
活
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
三
頁
。

（
16
）　

岩
村
・
前
掲
注
（
３
）
論
文
二
四
二

－

二
四
三
頁
。

（
17
）　

西
村
・
前
掲
注
（
11
）
書
三
二
八
頁
。

（
18
）　

山
口
浩
一
郎
﹁
労
災
保
険
と
労
働
基
準
法
﹂
佐
口
卓
編
﹃
社
会
保
険
の
構
造
と
課
題
﹄（
財
団
法
人
社
会
保
険
福
祉
協
会
、一
九
八
四
年
）
二
四
七
頁
。
な
お
、村
上
茂
利
﹃
労

災
補
償
の
基
本
問
題
﹄（
日
刊
労
働
通
信
社
、
一
九
六
〇
年
）
三
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
19
）　

た
と
え
ば
、
国
・
中
央
労
基
署
長
（
大
丸
東
京
店
）
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
〇
・
一
・
一
七
労
判
九
六
一
号
七
六
頁
、
地
公
災
基
金
愛
知
県
支
部
長
（
Ａ
市
役
所
職
員
・

う
つ
病
自
殺
）
事
件
・
名
古
屋
地
判
平
成
二
〇
・
一
一
・
二
七
労
判
一
〇
一
三
号
一
一
六
頁
、
国
・
中
央
労
基
署
長
（
日
本
ト
ラ
ン
ス
シ
テ
ィ
）
事
件
・
名
古
屋
地
判
平
成
二
一
・

五
・
二
八
労
判
一
〇
〇
三
号
七
八
頁
、
国
・
三
田
労
基
署
長
（
日
本
電
気
）
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
二
・
三
・
一
一
労
判
一
〇
〇
七
号
八
三
頁
（﹁
労
災
保
険
法
に
よ
る
補

償
制
度
が
、
業
務
に
内
在
な
い
し
随
伴
す
る
各
種
の
危
険
が
現
実
化
し
て
労
働
者
に
死
亡
等
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
等
に
過
失
が
な
く
と
も
、
そ
の
危

険
を
負
担
し
て
損
失
の
填
補
を
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
危
険
責
任
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
﹂）
等
。

（
20
）　

た
と
え
ば
、
国
・
小
罇
労
基
署
長
（
小
罇
中
央
自
動
車
学
校
）
事
件
・
札
幌
高
判
平
成
二
一
・
一
・
三
〇
労
判
九
八
〇
号
五
頁
（﹁（
業
務
起
因
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
）

労
災
保
険
法
が
労
働
者
の
業
務
上
の
負
傷
、
傷
病
等
に
対
し
て
補
償
す
る
と
し
た
趣
旨
は
、
労
働
災
害
発
生
の
危
険
性
を
有
す
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
、
そ
の
業
務
に

通
常
伴
う
危
険
の
発
現
に
よ
り
傷
病
等
を
負
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
が
受
け
た
損
害
を
填
補
す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
又
は
そ
の
遺
族
等
の
生
活
を
保
障
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。﹂）、
地
公
災
基
金
愛
知
県
支
部
長
（
Ａ
市
役
所
職
員
・
う
つ
病
自
殺
）
事
件
・
名
古
屋
高
判
平
成
二
二
・
五
・
二
一
労
判
一
〇
一
三
号
一
〇
二
頁
（﹁
地

方
公
務
員
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償
は
、﹁
職
員
が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
﹂
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
（
同
法
三
一
条
）、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
が
、

公
務
に
内
在
又
は
随
伴
す
る
危
険
が
現
実
化
し
て
職
員
に
死
亡
や
傷
病
等
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、
使
用
者
の
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
職
員
の
損
失
を
填
補
す

る
と
と
も
に
、
職
員
及
び
そ
の
遺
族
の
生
活
を
保
障
す
る
趣
旨
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
職
員
の
死
亡
に
つ
い
て
の
公
務
起
因
性
を
肯

定
す
る
た
め
に
は
、
公
務
と
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
等
と
の
間
に
条
件
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
社
会
通
念
上
、
そ
の
傷
病
等
が
公
務
に
内
在
な
い
し
随
伴

す
る
危
険
が
現
実
化
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
関
係
、
す
な
わ
ち
、
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
理
は
、
そ
の
傷
病
等
が
精
神
障
害
の

場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。﹂）
等
。

六
六
九
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（
21
）　

た
と
え
ば
、
学
校
法
人
専
修
大
学
事
件
・
東
京
地
判
平
二
四
・
九
・
二
八
労
判
一
〇
六
二
号
五
頁
。

（
22
）　

本
章
は
、
主
と
し
て
本
多
・
片
岡
編
・
前
掲
注
（
11
）
書
二
〇
一
頁
以
下
［
西
村
健
一
郎
執
筆
］、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）

書
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
﹃
平
成
二
二
年
版　

労
働
基
準
法
下
﹄（
労
務
行
政
、
二
〇
一
一
年
）
に
基
づ
き
記
述
し
て
い
る
。

（
23
）　

労
災
保
険
法
で
は
、
通
勤
災
害
に
対
す
る
給
付
と
し
て
、
療
養
給
付
、
休
業
給
付
、
障
害
給
付
、
遺
族
給
付
、
葬
祭
給
付
、
傷
病
年
金
、
介
護
給
付
の
七
種
類
が
支
給
さ
れ
る
。

（
24
）　

療
養
の
給
付
は
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
と
し
て
設
置
さ
れ
た
病
院
（
労
災
病
院
）
も
し
く
は
診
療
所
ま
た
は
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
指
定
す
る
病
院
、
診
療
所
も
し

く
は
薬
局
に
お
い
て
、
被
災
者
が
無
料
で
診
療
等
を
受
け
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
（
労
災
則
一
一
条
一
項
）。
労
働
者
が
給
付
を
得
る
た
め
に
は
、﹁
療
養
補
償
給
付
た
る
療

養
の
給
付
請
求
書
﹂
を
労
災
病
院
、
労
災
指
定
病
院
等
を
経
由
し
て
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
労
災
則
一
二
条
）。

（
25
）　

他
の
﹁
治
ゆ
﹂
が
問
題
と
な
っ
た
最
近
の
裁
判
例
と
し
て
、
品
川
労
働
基
準
監
督
署
長
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
五
・
五
・
二
〇
労
経
速
二
一
八
三
号
一
六
頁
。

（
26
）　

西
村
健
一
郎
﹁
技
術
者
の
う
つ
病
発
症
と
安
全
配
慮
義
務
お
よ
び
労
基
法
一
九
条

－

東
芝
事
件
﹂
ジ
ュ
リ
一
三
九
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
九
頁
参
照
。

（
27
）　

健
康
保
険
法
の
傷
病
手
当
金
は
、﹁
被
保
険
者
が
療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
﹂（
九
九
条
一
項
）
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
労

働
不
能
の
解
釈
と
し
て
、﹁
必
ず
し
も
医
学
的
基
準
に
よ
ら
ず
、
そ
の
被
保
険
者
の
従
事
す
る
業
務
の
種
別
を
考
え
、
そ
の
本
来
の
業
務
に
堪
え
う
る
か
否
か
を
標
準
と
し
て

社
会
通
念
に
基
き
認
定
す
る
﹂（
昭
三
一
・
一
・
一
九
保
文
発
三
〇
四
号
）
と
さ
れ
、
ま
た
、﹁
他
の
軽
易
な
労
務
に
服
し
得
る
程
度
の
疾
病
ま
た
は
負
傷
で
あ
っ
て
も
、
従
前

の
労
務
に
服
し
得
な
け
れ
ば
労
務
不
能
で
あ
り
、
他
の
軽
易
な
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
で
支
給
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）　

同
判
決
の
研
究
と
し
て
、
笠
木
映
里
﹁
兼
業
労
働
者
の
過
労
自
殺
に
か
か
る
労
災
保
険
給
付
の
給
付
基
礎
日
額
﹂
ジ
ュ
リ
一
四
五
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
四
頁
が
あ
る
。

（
29
）　

障
害
補
償
給
付
に
つ
い
て
は
、
被
災
者
に
残
存
し
て
い
る
障
害
が
具
体
的
に
障
害
等
級
の
何
級
に
あ
た
る
か
を
確
定
し
た
上
で
、
支
給
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
障
害
等

級
の
認
定
は
、
障
害
の
医
学
的
判
定
の
困
難
さ
に
加
え
て
、
法
的
に
複
雑
な
問
題
を
有
し
て
い
る
。

（
30
）　

有
泉
亨
﹁
労
災
補
償
と
労
災
保
険
﹂
日
本
労
働
法
学
会
誌
三
六
号
（
一
九
七
〇
年
）
一
四
頁
。

（
31
）　

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
事
案
で
あ
る
が
、
遺
族
補
償
年
金
の
受
給
資
格
に
つ
き
、
男
性
に
の
み
年
齢
制
限
の
規
定
が
あ
る
の
は
法
の
下
の
平
等
を
定
め
た
憲
法
に
違
反

す
る
と
判
断
さ
れ
た
裁
判
例
が
あ
る
（
大
阪
地
判
平
成
二
五
・
一
一
・
二
五
、
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
六
日
付
）。

（
32
）　

本
判
決
等
の
影
響
を
受
け
て
、
行
政
通
達
﹁
死
亡
し
た
被
災
労
働
者
が
重
婚
的
内
縁
関
係
に
あ
っ
た
場
合
に
係
る
保
険
給
付
の
取
扱
い
に
つ
い
て
﹂（
平
一
〇
・
一
〇
・
三

〇
基
発
第
六
二
七
号
）
が
示
さ
れ
て
い
る
（
増
田
幸
弘
﹁
重
婚
的
内
縁
配
偶
者
の
遺
族
補
償
年
金
受
給
資
格―

中
央
労
基
署
長
（
松
原
工
業
所
）
事
件
﹂
別
冊
ジ
ュ
リ
一
五
三

号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
一
頁
参
照
）。
な
お
、労
災
保
険
で
は
な
く
、厚
生
年
金
保
険
に
係
る
も
の
で
あ
る
が
、重
婚
的
内
縁
関
係
に
関
す
る
裁
判
例
が
あ
る
（
坂
井
岳
夫
﹁
重

六
七
〇
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六
七

婚
的
内
縁
関
係
と
社
会
保
障
法
に
お
け
る
遺
族
補
償
給
付
の
受
給
権
者
﹂
同
志
社
法
学
三
三
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
六
九
頁
以
下
参
照
）。

（
33
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
三
九
九

－

四
〇
〇
頁
。

（
34
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
﹃
最
新　

最
近
に
お
け
る
労
災
保
険
制
度
の
課
題
と
展
開
﹄（
日
刊
労
働
通
信
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
九

－

二
九
一
頁
。

（
35
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
六
二

－
六
三
頁
。

（
36
）　

同
右
。

（
37
）　

本
多
・
片
岡
編
・
前
掲
注
（
11
）
書
二
九
七
頁
［
片
岡
曻
執
筆
］、
西
村
・
前
掲
注
（
11
）
書
三
八
一
頁
。

（
38
）　

本
多
・
片
岡
編
・
前
掲
注
（
11
）
書
二
九
九
頁
［
片
岡
曻
執
筆
］、
西
村
健
一
郎
﹁
労
災
保
険
給
付
と
社
会
保
険
給
付
の
併
給
と
そ
の
調
整
﹂
週
刊
社
会
保
障
二
二
二
四
号
（
二

〇
〇
三
年
）
四
七
頁
。

（
39
）　

西
村
健
一
郎
﹁
労
災
保
険
給
付
と
社
会
保
険
給
付
の
併
給
と
そ
の
調
整
﹂
週
刊
社
会
保
障
二
二
二
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
七
頁
、
西
村
健
一
郎
﹁
労
災
保
険
給
付
と
老
齢

年
金
﹂
週
刊
社
会
保
障
二
二
三
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
六
頁
。
な
お
、
西
村
・
前
掲
注
（
11
）
書
三
八
二
頁
に
よ
れ
ば
、﹁
労
災
年
金
と
障
害
ま
た
は
死
亡
を
支
給
事
由
と

す
る
厚
生
年
金
お
よ
び
国
民
年
金
を
併
給
し
て
い
る
者
が
、
老
齢
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
達
し
、
老
齢
年
金
を
選
択
す
る
と
、
従
来
支
給
さ
れ
て
い
た
障
害
厚
生
年
金
・
障

害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
厚
生
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
は
支
給
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、労
災
年
金
の
側
で
行
わ
れ
て
い
た
併
給
調
整
は
行
わ
れ
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
、

一
〇
〇
％
の
労
災
年
金
と
老
齢
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
の
年
金
額
を
上
回
る
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
に
つ
い
て
は
、

労
災
保
険
給
付
と
の
併
給
調
整
は
行
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
定
年
後
に
従
前
所
得
を
超
え
る
よ
う
な
所
得
の
保
障
（
補
償
）
を
認
め
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
﹂
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
40
）　

労
災
保
険
法
の
制
定
当
初
（
一
九
四
七
年
）
は
、（
労
基
法
の
災
害
補
償
に
は
な
い
）
被
災
労
働
者
及
び
そ
の
遺
族
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
﹁
保
険
施
設
﹂
と
し
て
各
種

の
措
置
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
七
六
年
の
法
改
正
に
よ
り
、﹁
保
険
施
設
﹂
に
代
わ
り
労
働
福
祉
事
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
の
法
改

正
に
よ
り
、
労
働
福
祉
事
業
の
う
ち
労
働
条
件
確
保
事
業
を
廃
止
し
、
事
業
名
が
﹁
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
﹂
に
改
称
さ
れ
た
（
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災

管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
七
六
頁
参
照
）。

（
41
）　

労
働
省
労
働
基
準
局
編
﹃
今
後
の
労
災
補
償
法
制
の
あ
り
方

－

労
働
基
準
法
研
究
会
（
災
害
補
償
関
係
）
の
中
間
的
な
研
究
内
容
に
つ
い
て
﹄（
労
災
保
険
情
報
セ
ン
タ
ー
、

一
九
八
八
年
）
一
一
五
頁
に
よ
れ
ば
、
特
別
支
給
金
の
支
給
背
景
に
つ
い
て
、﹁
労
使
間
に
お
け
る
上
積
み
給
付
の
普
及
と
自
賠
責
保
険
な
ど
損
害
賠
償
額
の
上
昇
の
状
況
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
二
一
号
勧
告
の
内
容
等
を
勘
案
し
、
補
償
の
改
善
を
図
る
こ
と
と
し
た
が
、
関
連
す
る
公
的
諸
給
付
の
展
望
等
が
、
な
お
流
動
的
な
情
勢
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

六
七
一



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
五
巻
三
号�

六
八

労
災
保
険
の
給
付
法
に
関
す
る
一
考
察

本
格
的
な
給
付
改
善
を
す
る
前
に
、
給
付
の
仕
組
み
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
当
面
、
暫
定
的
に
労
働
福
祉
事
業
と
し
て
行
う
こ

と
と
し
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
42
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
災
補
償
部
労
災
管
理
課
編
・
前
掲
注
（
４
）
書
七
九
七

－
七
九
八
頁
。

（
43
）　

岩
村
正
彦
﹁
労
働
判
例
研
究　

労
災
保
険
特
別
支
給
金
の
損
害
賠
償
か
ら
の
控
除
の
可
否
﹂
ジ
ュ
リ
一
一
〇
九
号
（
一
九
九
七
年
）
一
三
二
頁
、
大
内
伸
哉
﹁
損
害
賠
償
か

ら
の
労
災
特
別
支
給
金
の
控
除
﹂
別
冊
ジ
ュ
リ
一
九
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
四
一
頁
等
。

（
44
）　

門
井
節
夫
﹁
特
別
支
給
金
の
損
害
額
か
ら
の
控
除
﹂
岡
村
親
宜
・
大
竹
秀
達
編
﹃
判
例
通
覧
労
災
職
業
病
﹄（
エ
イ
デ
ル
研
究
所
、一
九
八
四
年
）
二
七
五
頁
、桑
原
昌
宏
﹁
労

災
・
職
業
病
の
給
付
﹂
日
本
労
働
法
学
会
編
﹃
現
代
労
働
法
講
座
一
二
巻
﹄（
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
八
三
年
）
一
三
四
、
一
四
二
頁
等
。

（
45
）　

岩
出
誠
﹁
労
災
民
事
賠
償
に
お
け
る
労
災
保
険
給
付
の
控
除

－
特
別
支
給
金
の
控
除
、
過
失
相
殺
と
の
先
後
関
係
を
中
心
に
﹂
季
労
一
四
三
号
（
一
九
八
七
年
）
一
六
〇
頁
、

岩
村
・
前
掲
注
（
43
）
研
究
一
三
一

－

一
三
三
頁
、西
村
健
一
郎
﹁
労
災
保
険
の
特
別
支
給
金
の
損
害
賠
償
額
か
ら
の
控
除
の
可
否
﹂﹃
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
七
（
上
）﹄

六
三
頁
等
。

（
46
）　

山
下
郁
夫
﹁
最
高
裁
判
所
判
例
解
説　

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則
（
昭
和
四
九
年
労
働
省
令
第
三
〇
号
）
に
よ
る
特
別
支
給
金
を
被
災
労
働
者
の
損
害

額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
の
可
否
﹂
法
曹
時
報
五
〇
巻
四
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
一
二

－

一
一
一
三
頁
、
大
内
・
前
掲
注
（
43
）
解
説
一
四
一
頁
等
。

（
47
）　

山
下
・
前
掲
注
（
46
）
解
説
一
一
一
五
頁
。

（
48
）　

岩
村
・
前
掲
注
（
43
）
研
究
一
三
三
頁
は
、
特
別
支
給
金
を
控
除
す
る
方
向
で
法
改
正
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
特
別
支
給
金
に
つ
い
て
、

調
整
規
定
を
設
け
る
か
、
法
定
給
付
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

（
49
）　

本
稿
で
は
、
民
間
企
業
に
お
け
る
労
災
補
償
制
度
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
船
員
法
及
び
公
務
員
関
係
の
災
害
補
償
法
を
除
い
て
い
る
。

（
50
）　

桑
原
敬
一
﹃
労
災
保
険
論
﹄（
労
務
行
政
研
究
所
、
一
九
七
二
年
）
一
一
二
頁
に
よ
れ
ば
、
労
災
保
険
の
責
任
保
険
的
機
能
に
つ
い
て
、﹁
労
災
保
険
制
度
が
、
本
来
、
労
働

基
準
法
の
補
償
水
準
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
す
る
意
味
に
お
け
る
責
任
保
険
の
意
味
と
は
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
昭
和
三
五
年
な
い
し
昭

和
四
〇
年
前
は
責
任
保
険
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
降
は
、
責
任
保
険
の
性
格
を
脱
皮
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
理
解
で
は
な
い
と
思
う
。﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
51
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
労
災
保
険
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償
一
時
金
の
支
払
額
が
労
基
法
七
九
条
所
定
の
補
償
額
に
達
し
な
い
場
合
に
お
け
る
使
用
者
の
災
害
補
償
義
務
が
問
題
と

な
っ
た
事
案
（
最
一
小
判
昭
四
九
・
三
・
二
八
判
時
七
四
一
号
一
一
〇
頁
）
に
お
い
て
、
同
じ
こ
と
が
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

和
二
二
年
法
律
第
五
〇
号
）
に
基
づ
く
労
災
保
険
制
度
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
四
九
号
）
に
よ
る
災
害
補
償
制
度
か
ら
直
接
に
派
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、

六
七
二



（　
　
　

）

労
災
保
険
の
給
付
法
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
五
巻
三
号�

六
九

両
者
は
、
労
働
者
の
業
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
責
任
の
法
理
の
共
通
の
基
礎
と
し
、
並
行
し
て
機
能
す
る
独
立
の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
労
働
者
の
遺
族
が
、

労
働
基
準
法
七
九
条
に
定
め
る
災
害
補
償
と
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
一
二
条
一
項
四
号
、
一
六
条
所
定
の
遺
族
補
償
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き

場
合
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
五
年
法
律
第
八
八
号
に
よ
る
改
正
前
の
同
法
に
定
め
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
よ
う
に
、
た
と
え
そ
の
支
給
額
が
労
働
基
準
法
七
九
条
所
定
の
補
償

額
に
達
し
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
使
用
者
は
、
同
法
八
四
条
一
項
に
よ
り
、
七
九
条
に
基
づ
く
災
害
補
償
義
務
の
全
部
を
免
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
﹂
と
し
た
。

（
52
）　

山
口
浩
一
郎
﹁
最
新
労
災
判
例
﹂
季
刊
ろ
う
さ
い
二
〇
一
三
年
一
六
号
一
四
頁
、
幡
野
利
通
﹁
判
例
研
究
﹂
労
働
法
令
通
信
二
三
二
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
四
頁
。
な
お
、

本
件
の
高
裁
判
決
（
東
京
高
判
平
成
二
五
・
七
・
一
〇
労
判
一
〇
七
六
号
九
三
頁
）
が
出
さ
れ
、
一
審
判
断
が
維
持
さ
れ
た
（
同
判
決
の
判
例
研
究
と
し
て
、
北
岡
大
介
﹁
打

切
補
償
の
支
払
い
と
労
基
法
一
九
条
﹂
季
労
二
四
二
号
一
八
九
頁
が
あ
る
）。

六
七
三




